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－１－ 

決算常任委員会議事録 

 

１ 日  時  令和４年９月２日（金） 午前 ９時３０分 開会 

２ 場  所  太子町議会全員協議会室 

３ 出席委員  委 員 長    西田いく子    副委員長   本 博之 

        委  員    斧田 秀明           建石 良明 

                藤井千代美           村井 浩二 

                森田 忠彦           山田  強 

        議  長    本  馨 

４ 欠席議員  監査委員    中村 直幸 

５ 説 明 員  町    長  田中 祐二   総務財政課長  本 知也 
 
                        会 計 管 理 者         副 町 長  齋藤 健吾           奥埜 哲生 
                        兼 会 計 課 長 

        教 育 長  勝良 憲治   自治防災課長  中 一嘉 

        政策総務部長  小角 孝彦   税 務 課 長  田中 信幸 

        まちづくり推進部長  村上 正規   子育て支援課長  川久保 みのり 

        健康福祉部長  子安 逸二   福祉介護課長  武部 勝浩 

        教 育 次 長  池田 貴則   いきいき健康課長  堀内 孝茂 

        秘書政策課長  西本 武史   保険医療課長  松岡 健一 

６ 議会事務局  事 務 局 長  上田 周治   書    記  植木 友也 

７ 傍 聴 者                

８ 会議に付した事件 

（１）認定第１号 令和３年度太子町一般会計歳入歳出決算認定について 
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午前 ９時３０分 開 会 

○西田委員長 おはようございます。 

 本日、決算常任委員会を開催させていただきましたところ、ご出席をいただきまして、

ありがとうございます。 

 それでは、会議に先立ちまして、町長より挨拶を受けます。 

○田中町長 皆さん、おはようございます。 

 決算常任委員会の開会に当たりまして、ご挨拶を申し上げます。 

 委員の皆様方には大変お忙しい中ご出席を賜り、誠にありがとうございます。 

 さて、本委員会に付託された案件でございますが、認定第１号、令和３年度太子町一

般会計歳入歳出決算認定についての１件でございます。何とぞよろしくご審議をいただ

き、ご認定賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが、開会の挨拶と

させていただきます。 

○西田委員長 本日は全員出席していただいておりますので、会議は成立いたしました。 

 よって、これより委員会を開会いたします。 

 初めに、本日は午後１時３０分に大地震の発生を想定した大阪８８０万人訓練が実施

されます。放送直前に会議を暫時休憩とさせていただきますので、訓練放送が流れまし

たら、各自で実際に地震が発生したと想定していただき、安全な行動が取れるか、ご確

認をしていただきますようお願いいたします。 

 それでは、会議に入ります。 

 この度、本委員会に付託されました案件は、決算認定案件１件でございます。ご審議

のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 認定第１号、令和３年度太子町一般会計歳入歳出決算認定について、これを議題とい

たします。 

 本件について、説明を求める前に、皆様方にお諮りいたします。 

 内容の説明につきましては、まず、会計管理者から決算の概要の説明を受けます。そ

の後、所管ごとに歳入歳出の説明を受け、質疑を行います。全ての説明と質疑が終了し

た後に、討論、採決を行いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○西田委員長 ないようでございますので、順次、説明を求めます。 



－３－ 

 それでは、まず、決算の概要説明を求めます。 

○奥埜会計管理者兼会計課長 改めまして、おはようございます。 

 それでは、私のほうから、総務財政課作成の令和３年度歳入歳出決算書附属説明資料

に基づき、一般会計歳入歳出決算の概要につきまして、ご説明を申し上げます。 

 では、まず、資料の１頁、第１表、収支の状況の表からでございます。 

 ①歳入総額は、前年度に比べ、５億６千２２８万３千円、８.０％減の６４億８千５

１４万円、②の歳出総額は、前年度に比べ、７億２２７万８千円、１０.１％減の６２

億７千７０６万８千円。歳入総額から歳出総額を差し引いた③の形式収支は２億８０７

万２千円となっております。 

 また、この形式収支から④翌年度へ繰り越すべき財源の２千６６７万３千円を差し引

いた⑤実質収支につきましては、１億８千１３９万９千円となっております。 

 次に、歳入の状況でございますが、３頁、第２表、歳入決算額の状況の表をご覧くだ

さい。 

 まず、町税でございます。前年度と比較して、３千９１７万６千円、２.８％減の１

３億５千６３８万３千円となっております。 

 なお、この町税の状況につきましては、５頁でございますが、下段、第４表、町税の

状況をご覧ください。 

 町税の主な税目の状況となっておりますが、このうち個人町民税が、前年度に比べ、

２千３３１万３千円、３.５％減の６億５千１７７万１千円。また、固定資産税が前年

度に比べ、２千７３８万７千円、５.３％減の４億８千８１８万８千円となっておりま

す。 

 続きまして、３頁に戻っていただきまして、地方譲与税以下、記載の各種交付金など

のうちから、主なものについて申し上げます。 

 まずは、地方消費税交付金でございますが、前年度に比べ、２千１６５万８千円、８.

４％増の２億７千８８５万８千円。 

 次に、地方特例交付金が、１千２５４万３千円、８８.４％増の２千６７２万９千円。

地方交付税が３億１千６３９万３千円、２０.４％増の１８億６千７０３万１千円とな

っております。 

 次に、分担金及び負担金ですが、前年度に比べ、２１８万２千円、６.６％減の３千

８８万４千円となっております。これは、主に保育所入所委託費利用者負担金で、２２
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２万円の減となったことなどによるものでございます。 

 使用料及び手数料につきましては、前年度に比べ、８７万９千円、１.５％増の６千

１５万４千円となっております。これは、主に総合スポーツ公園使用料で１１４万円の

減などがあったものの、事業系一般廃棄物処理手数料で１０１万４千円。また、放課後

児童会使用料で９０万７千円の増となったことなどによるものでございます。 

 次に、国庫支出金ですが、前年度に比べ、１０億５千６２０万５千円、４６.９％減

の１１億９千５６４万４千円となっております。これは、主に住民税非課税世帯等に対

する臨時特別給付金給付事務・事業費補助金で１億１千９８０万円、新型コロナウイル

スワクチン接種対策費負担金で１億２７３万円の皆増、新型コロナウイルスワクチン接

種体制確保事業費補助金で５千１０６万８千円。また、障がい児通所事業給付費負担金

で、１千７１５万１千円の増などがあったものの、特別定額給付金給付事務・事業費補

助金で１３億３千７１０万２千円の皆減、更に、新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金で１億７千３４９万２千円の減となったことなどによるものでございます。 

 次の、府支出金は、前年度に比べ、２千５２１万３千円、５.３％増の５億５１８万

９千円となっております。これは、主に保育所入所委託費負担金で３６２万９千円、地

域子ども・子育て支援事業交付金で３５８万３千円の減などがあったものの、都市緑化

を活用した猛暑対策事業費補助金で２千１３万円の皆増、介護給付・訓練等給付費等負

担金で１千１０万円の増となったことなどによるものでございます。 

 次に、寄付金でございますが、前年度に比べ、１億１千４８万１千円、１千７３７.

７％増の１億１千６８３万９千円となっております。これは、ふるさと太子応援寄付金

で１億１千４８万１千円の増となったことによるものでございます。 

 次の繰入金につきましては、前年度に比べ、２千７８２万円、８.５％減の３億１２

３万３千円となっております。これは、主に公共施設整備基金繰入金で１億８５２万２

千円の増などがあったものの、財政調整基金繰入金で１億４千万円の皆減となったこと

などにるものです。 

 次に、諸収入は、前年度に比べ、１千４７１万７千円、３７.６％増の５千３８３万

８千円となっております。これは、主に地域づくり助成事業助成金で２１０万円の減な

どがあったものの、地域スポーツ施設整備助成事業助成金で７００万８千円、退職消防

団員報償費等で４１４万９千円、受託事業費交付金で６２６万２千円の皆増となったこ

となどによるものでございます。 
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 次の町債につきましては、前年度に比べ、２千４８万４千円、４.１％増の５億１千

５９０万５千円となっております。これは、主に総合スポーツ公園改修事業債で９５０

万円の減、また、小中学校通信ネットワーク環境整備事業債で１千３６０万円、減収補

填債で５千９４２万９千円の皆減などがあったものの、生涯学習施設等整備事業債で９

千７３０万円の増、また、農業用水路改修事業債で７４０万円の皆増となったことなど

によるものでございます。 

 次に、４頁でございます。 

 中段からの自主財源と依存財源についてでございますが、次の頁となります５頁、図

４、構成比の円グラフにありますように、令和２年度に比べ、自主財源比率が２７.

１％から３０.７％へ、３.６ポイントの増となっております。これにつきましては、新

型コロナウイルス感染症対策に伴う国庫支出金の歳入総額に占める割合が大きく減少し

たことによるものでございます。 

 続きまして、歳出の状況でございますが、少し飛んでいただきまして、１１頁となり

ます。第６表、性質別歳出決算額の状況をご覧ください。 

 この中の一番上、義務的経費でございますが、前年度に比べ３億５千２５４万４千円、

１３.４％増の２９億８千２００万９千円となっております。 

 次に、この義務的経費のうち人件費につきましては、前年度に比べ、１千１６４万１

千円、１.０％減の１１億７千２４万９千円となっております。これは主に職員給で３

千１６５万２千円の増となったものの、退職手当で６千６２８万５千円の減となったこ

となどによるものです。 

 次の扶助費でございますが、前年度に比べ、３億５千５２９万８千円、３５％増の１

３億７千１３５万９千円となっております。これは、主に保育所入所委託費で１千２０

万１千円の減などがあったものの、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金１億１

千６３０万円の皆増、子育て世帯への臨時特別給付金で１億８千１８７万円、また、障

がい児通所等給付費で３千２９９万５千円、介護給付・訓練等給付費で３千３４５万３

千円の増となったことなどによるものでございます。 

 また、公債費でございます。前年度に比べ、８８８万７千円、２.１％増の４億４千

４０万１千円となっております。これは、主に元利償還額のうち都道府県貸付金で８４

９万１千円の皆減となったものの、地方道路等整備事業債で４５９万６千円、臨時財政

対策債で１千４７４万２千円の増となったことなどによるものでございます。 
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 次に、投資的経費につきましては、前年度に比べ１億１３３万２千円、１４.９％増

の７億８千１９０万３千円で、全額、普通建設事業費となっております。このうち、補

助事業に係る決算額は、前年度に比べ、４８８万３千円、７.２％増の７千２６７万６

千円。単独事業に係る決算額については、前年度に比べ、９千６４４万９千円、１５.

７％増の７億９２２万７千円となっております。 

 次に、１４頁でございます。 

 下段に、主な普通建設事業の内容等を一覧表として記載をいたしておりますが、例え

ば、生涯学習施設等整備事業では、整備工事といたしまして、５億７千３６２万５千円

の事業費、充当一般財源については、なしとなっております。以下、磯長小学校改修事

業など、主な事業について、その事業内容及び事業費等をまとめております。 

 続きましては、もう一度、１１頁のほうに戻っていただきまして、その他の経費でご

ざいます。 

 前年度に比べ、１１億５千６１５万４千円、３１.５％減の２５憶１千３１５万６千

円となっております。 

 次に、その他の経費のうち、物件費が、前年度に比べまして、１億１千４１７万７千

円、１２.８％増の１０億６４７万７千円となっております。これは、主に新型コロナ

ウイルス感染症対策事業で５５６万５千円、国指定史跡二子塚古墳保存整備事業で３７

７万４千円の減などがあったものの、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業で

１億２１０万６千円、ふるさと太子応援基金寄付金事業で５千７２万３千円。また、生

涯学習施設等整備事業で３千５９５万２千円の増となったことなどによるものでござい

ます。 

 次の補助費等では、前年度に比べまして、１４億５千１８万１千円、６６.２％減の

７億３千８８２万３千円となっております。これは、主に保育所運営事業で２０３万円、

大阪広域水道企業団水道料金減免負担金で２９５万２千円の増などがあったものの、特

別定額給付金給付事業で１３億３千１００万円、太子町版生活支援特別給付金で８千５

９０万５千円の皆減、また、下水道事業会計繰出金で２千９３９万６千円の減となった

ことなどによるものでございます。 

 また、積立金では、前年度に比べ、１億９千２０万７千円、７８３.８％増の２億１

千４４７万３千円となっております。これは、主にたいし・ふれ愛福祉基金積立金で５

００万２千円の減となったものの、ふるさと太子応援基金積立金で１億１千４８万円、
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退職手当基金積立金で、２千１９５万６千円、財政調整基金積立金で１千２８５万２千

円の増となったことなどによるものでございます。 

 続いて、繰出金につきましては、前年度に比べ、９４５万７千円、１.７％減の５億

３千２２４万円となっております。これは、主に医療費給付等に係る定率負担金で４７

４万９千円の増などがあったものの、職員給与費等繰出金で１００万７千円、出産育児

一時金等繰出金で２５３万５千円、事務費等繰出金で２８５万８千円、また、地域支援

事業繰出金で８８万４千円の減となったことなどによるものでございます。 

 次に、また少し飛んでいただきまして、１７頁の地方消費税交付金（社会保障財源化

分）が充てられる経費についてでございます。 

 この表は、地方消費税交付金（社会保障財源化分）につきまして、地方税法及び総務

省通知に従いまして掲載をしているものでございます。 

 先ほど、歳入のところで申し上げました地方消費税交付金２億７千８８５万８千円の

うち、表の網かけ部分、１億７千４００万２千円が社会保障財源化分でございます。 

 次に、１８頁の新型コロナウイルス感染症対策事業でございますが、この第７表につ

きましては、令和３年度に本町が実施いたしました主な新型コロナウイルス感染症対策

事業をまとめたものとなっており、庁舎トイレ改修工事１千６９９万９千円を初めとす

る事業を款別に掲載いたしております。 

 続きまして、１９頁、経常収支比率についてでございます。 

 令和３年度の経常収支比率につきましては、下の第８表に記載のとおり、令和２年度

の９９.３％から１０.５ポイント減の８８.８％となっております。 

 そして、２０頁でございますが、上の第９表でございます。この表は、経常収支比率

を求める基になるものとなっております。 

 上から３段目の経常一般財源等収入計である３５億５千９７３万５千円で、表の一番

下でございます、経常経費充当歳出一般財源合計３１億６千７５万７千円を除した数値

が、令和３年度の経常収支比率８８.８％となっております。 

 次に、２１頁、地方債現在高の状況でございます。 

 上段に、令和３年度の主な地方債発行事業といたしまして、大溝水路改修事業ほか、

６件を記載いたしております。 

 令和３年度末の地方債現在高につきましては、第１０表に記載のとおり、前年度に比

べまして、９千７４０万９千円、２.３％増の４４億１千６５０万７千円となっており
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ます。これを住民１人当たりで見ますと、前年度に比べますと、１万２千１８０円多い

３３万７千７５７円となっております。 

 次に、２２頁でございますが、積立金現在高の状況、第１１表をご覧ください。 

 令和３年度末の積立金の現在高の合計は、前年度と比べまして、８千６７６万円、３.

３％減の２５億１千９７万６千円となっております。このうち財政調整基金は、前年度

に比べ、２千７７０万４千円、２.０％増の１３億９千６５７万５千円となっておりま

す。 

 なお、基金の充当事業につきましては、上段に記載のとおり、妊娠出産包括支援事業

のほか３件となってございます。 

 また、令和３年度末の積立金を住民１人当たりで見ますと、前年度に比べ、３千７９

０円少ない１９万２千２９円となっております。 

 以上、誠に簡単ではございますが、私からの令和３年度一般会計歳入歳出決算の概要

につきましての説明を終わらせていただきます。 

○西田委員長 続きまして、政策総務関係の歳入歳出について説明を求めます。 

○小角政策総務部長 おはようございます。 

 それでは、議会事務局、会計課及び政策総務部所管の歳出について、事業別区分の決

算額の大きいものを中心にご説明申し上げます。 

 なお、１００万円以上の不用額につきましては、別途不用額調書を添付させていただ

いております。したがいまして、説明は省略させていただきますので、よろしくお願い

いたします。 

 それでは、ちょっと長時間になると思いますけれども、よろしくお願いいたします。 

 ４６、４７頁をお願いいたします。 

 １款、１項、１目議会費、支出済額９千２５万８千９４３円。主に議会事務局職員の

人権費及び議員報酬並びに政務活動費など議会運営経費と新型コロナウイルス感染症対

策事業としまして、ペーパーレス会議システム備品購入に要した経緯でございます。 

 ２目の議会広報費、支出済額８３万５千９７１円、年５回の議会だより発行に要した

経費でございます。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、支出済額５億１千７６９万５千１６

４円。職員人権費につきましては、各部局の費目にも共通しますが、ここでは、全体の

概要についてご説明申し上げ、以降につきましては、各部局における人権費の説明につ
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いては省略させていただきますので、ご理解のほどお願い申し上げます。 

 まず、一般会計における給料支給人員は、特別職３名を含めて１１８名と、前年度と

比べ、１名の増員となっております。 

 給料総額につきましては、４億６千４１万１千１４８円、前年度に比べ、２.４％の

増となっております。 

 地域手当は、給与月額、扶養手当、管理職手当の合計額に１００分の６を乗じた額と

なっております。 

 時間外勤務手当の支給総額は、２千４５６万７千２２１円で、前年度に比べ、３５０

万１千８３６円の増額となっております。なお、時間外勤務の総時間数としましては、

９千６２９時間、実職員数８０人で、前年度と比べ、４４.２％となっております。 

 期末手当の支給割合は、６月期、１２月期共に、２.２２５月、年間トータルで４.４

５月となっております。 

 退職手当は、職員の定年退職１名及び自己都合退職者３名分となっております。 

 ４９頁をお願いいたします。 

 職員研修事業１０１万４千１７８円は、職員研修の専門機関への実施委託料や、南河

内郡町村職員研修協議会負担金など４６の研修会に、延べ３５８人の参加となっており

ます。 

 衛生委員会事業１３万４千円は、産業医の報酬です。 

 非常勤職員公務災害補償事業１万５千円は、非常勤職員公務災害認定委員会事務費負

担金です。 

 秘書人事管理事業２千４２８万７５４円は、会計年度任用職員、延べ１０１人の報酬、

期末手当、共済費等でございます。 

 ５１頁をお願いいたします。 

 １１節の役務費のうち、職員採用試験検査手数料３７万７千８５０円は、民間企業等

の採用で活用されていますＳＰＩ試験、いわゆる適性検査に係る手数料で、行政職の募

集で５９人、専門職の募集で３人の受験に活用した経費でございます。 

 １２節の委託料のうち、職員健康診断委託料３９万５千１２０円は、職員及び会計年

度任用職員１８８名の健康診断の委託料、職員厚生事業委託料１０７万１千５７６円は、

福利厚生事業の職員会への委託料となっております。 

 職員採用試験業務委託料４７万８千５００円は、行政職の２次試験の専門業者による
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面接試験の委託料でございます。 

 １３節の使用料及び賃借料１８４万３千７５０円は、人事給与システム等に係る電算

機器及びプログラムの賃借料でございます。 

 総務一般管理事業４４４万２千２３５円のうち、１２節委託料の顧問弁護士等法務相

談委託料６８万５千円は、顧問弁護士への簡易な法務相談を含む顧問弁護料でございま

す。 

 例規集更新業務委託料２７２万８千円は、条例、規則の制定、改廃に伴う電子データ

更新及び自治体法務ＮＡＶＩ利用料でございます。 

 共通一般管理事業、総務財政課配当の５８４万９千７９９円のうち、１０節需用費の

消耗品費２３６万６千３８１円は、各課共通のコピー用紙やトナー、インクなどの購入

代でございます。 

 １３節使用料及び賃借料の複写機等賃借料２１５万４千８４１円は、１３台分の印刷

機器等の賃借料、会議録作成支援システム使用料１１２万２千円は、ＡＩ議事録作成支

援システムの導入に係るものでございます。 

 共通一般管理事業、会計課配当の９７万１千３７９円、１０節の需用費７４万５千８

１９円は、各課共通の事務用消耗品の購入代及び封筒の印刷製本費でございます。 

 ５３頁をお願いいたします。 

 情報公開事業４万４千９９０円のうち、１節の報酬３万５千円は、情報公開審査会委

員等５名分の報酬でございます。情報公開請求が５件、個人情報保護制度に基づく請求

が２件ございました。 

 基金積立事務事業、秘書政策課配当の１億１千１８３万９千円は、ふるさと太子応援

寄付金５９５件分の積立てでございます。 

 基金積立事務事業、総務財政課配当の１億１１万１千円は、財政調整基金で２千７２

２万３千円、退職手当基金へ２千２５０万円、公共施設整備基金へ５千万円、環境衛生

等基金へ３８万８千円をそれぞれ積立てを行っております。 

 基金積立事務事業、会計課配当の１０２万９千６９２円は、財政調整基金ほか１０基

金の定額預金利息を積み立てております。 

 新型コロナウイルス感染症対策事業、総務財政課配当の１千１１万２千５０円は、１

３節使用料及び賃借料で、電算システム使用料１５万８千４８０円。１７節備品購入費

で、電算部品購入費で７５６万６千３５０円。感染予防対策用備品購入費で２３８万７
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千２２０円をそれぞれ支出しております。 

 新型コロナウイルス感染症対策事業、秘書政策課配当の３９４万５７４円は、１２節

委託料で、顔認証出退勤管理システム導入業務委託料３６６万８００円。１７節備品購

入費では、次の頁をお願いいたします。感染予防対策として、空気清浄機３台の購入費

１９万３千５０円を支出しております。 

 ５４、５５頁でございます。 

 ２目の財産管理費、支出済額６０６万９千４３１円。 

 財政管理事業１０節の需用費のうち、印刷製本費２３万４千９６０円は、予算書１０

０冊に要した印刷費用でございます。 

 １２節の委託料のうち、財務書類作成支援業務委託料２４２万円は、公会計処理業務

の委託料、起債管理システム構築委託料２７７万９千９２０円は、クラウド化に伴うシ

ステム改修費用でございます。 

 ３目の会計管理費、支出済額５９０万７７３円。会計管理事業１０節の需用費のうち

印刷製本費２７万６００円は、決算書１００冊に要した印刷代でございます。 

 １３節の使用料及び賃借料１３５万５千２００円は、財務会計処理システムに係る経

費でございます。 

 ４目の財産管理費、支出済額１億２４１万２千７６円。 

 庁舎維持管理事業４千２７万１千１１５円のうち、電気料で８９９万３千１０６円。

修繕費２６３万５千７４３円は、庁舎前排水管改修や電話機増設工事などを行っており

ます。 

 １２節の委託料のうち、庁舎警備委託料で１千１５７万７９０円、庁舎設備保守点検

委託料で３７７万７千５８７円、庁舎清掃委託料で５２８万７千４０円などの支出を行

っております。 

 １３節の使用料及び賃借料２８９万６千９９円のうち、次の頁お願いいたします。来

庁者駐車場用地等賃借料で２７９万３千円の支出を行っております。公用車管理事業３

９３万２千４７５円は、公用車等２４台の燃料費や保険費用及び検査費用等の経費でご

ざいます。 

 町村賠償保険加入事業３２２万２千６１２円は、庁舎等の建物共済等掛金で１８９万

８千３４５円、全国町村総合賠償保険で１２０万９千１９０円の支出を行っております。 

 普通財産管理事業１７万３千８９９円のうち、１２節委託料１５万４千円は、登記・
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測量等委託料でございます。 

 ＥＳＣＯ事業３千７６８万５千１８６円は、役場庁舎等のＥＳＣＯ事業におけるサー

ビス委託料でございます。 

 新型コロナウイルス感染症対策事業１千６９９万９千４００円は、庁舎トイレの改修

工事に係る設計業務委託料及び工事請負費でございます。 

 ５目の公平委員会費、支出済額７万円は、富田林市、河内長野市、大阪狭山市、河南

町、千早赤阪村と本町の６市町村で構成する南河内広域公平委員会の負担金でございま

す。 

 ５８、５９頁をお願いいたします。 

 ６目の自治振興費、支出済額１千８２２万４千８４円。 

 表彰事業の６万７千７５０円は、表彰審査委員３名分の報酬及び被表彰者１１名に対

する記念品の経費でございます。 

 地区・町会等運営事業の１千８１５万６千３３４円は、町会・自治会の振興並びに集

会所の維持管理等に係る費用でございます。 

 ７節報償費の２１０万１千７００円は、区長及び町会長等の報償費でございます。 

 １０節需用費の修繕費２２万４０７円は、葉室集会所のシャッターの修理等の費用で

ございます。 

 １２節委託料６万４千９００円は、集会所６か所の消防設備点検の委託料でございま

す。 

 １３節使用料及び賃借料の２６万１千５５８円は、地区集会所６か所に配備している

ＡＥＤの賃借料でございます。 

 １４節工事請負費７８万７千５０円は、畑集会所の空調設備更新工事の費用でござい

ます。 

 １８節負担金補助及び交付金１千４７２万７１９円は、自治振興補助金９７６万８千

７１９円、地区集会所維持管理補助金１９９万７千円、町会等集会所整備事業補助金と

しまして、下ノ町町会の集会所のトイレや空調の修理補助、４５万５千円及び一般コミ

ュニティ助成金としまして、永田町会のだんじり修繕等に係る２５０万円でございます。 

 ７目交通安全対策費、支出済額１０万６千２４０円は、交通安全推進事業で、富田林

警察管内の交通安全協会負担金でございます。 

 ８目防犯対策費、支出済額７７４万４千７７円のうち、防犯委員会事業の１８節負担
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金補助及び交付金３１万１千３９２円は、富田林警察署管内防犯協議会負担金でござい

ます。なお、太子町防犯委員会につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響

で活動を停止しておりますので、助成金の支出はございませんでした。 

 防犯灯維持管理事業の６８１万２千４３８円のうち、１０節需用費３６９万９千６５

９円は、町内の防犯灯１千８４２灯分の電気料でございます。 

 １３節使用料及び賃借料２７４万８千８１６円は、防犯灯のＬＥＤ灯具等リース料で

ございます。 

 １４節工事請負費３６万３千９６３円は、ＬＥＤ防犯灯１０灯の新設及び１灯の調整

に係る費用でございます。 

 地域安全センター事業の３万７千５００円は、１１節役務費で、地域安全青色防犯パ

トロール隊員など、ボランティア保険の保険料でございます。 

 ６０頁、６１頁をお願いいたします。 

 防犯カメラ維持管理事業の５８万２千７４７円のうち、１０節需用費の２８万６３７

円は町会で設置いただいたカメラ７４台分並びに町で設置しました１１台分の電気料で

ございます。 

 １８節負担金補助及び交付金の２８万５千５００円は、防犯カメラ設置補助金２台分

及び防犯カメラ維持管理補助金としまして、カメラに画像を記録するＳＤカード５９枚

分の補助金でございます。 

 ９目の広報費、支出済額９２９万４千６４円。 

 広報事業８２０万９千４６４円のうち、１０節需用費の印刷製本費４８７万４千１１

５円は、広報たいしの印刷経費等で、令和３年度の総発行部数は７万２千部、月平均で

６千部となっております。 

 １２節の委託料３０７万７千７０９円は、ポスティングによる広報各戸配布業務委託

料でございます。 

 ホームページ管理事業１０８万４千６００円は、ホームページのプログラム保守及び

賃借料でございます。 

 １０目の企画費、支出済額１億１２３万３千５８７円。 

 企画一般事業５２８万６４０円のうち、１８節の負担金補助及び交付金の３世代同

居・近居支援補助金４９７万１千円は、３世代同居・近居を始めるために町外から転入

する中学生以下の子どもがいる世帯に対して定住促進するための支援で、１０件の転入
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がございました。 

 住民協働による地域活性化プロジェクト事業２０万２千９４円のうち、１８節の負担

金補助及び交付金の竹内街道１４００年活性化プロジェクト負担金２０万円は、竹内街

道・横大路活性化実行委員会への負担金でございます。 

 ふるさと太子応援基金寄付金事業５千１４０万８千６６円は、ふるさと納税の返礼品

等運営に伴う委託料等でございます。 

 ６３頁をお願いいたします。 

 地域公共交通事業３千２７万１千９２０円については、太子町コミュニティバスの実

証運行に係る経費に要した費用で、１節の報酬３６９万１千５００円は、地域公共交通

会議２回開催の委員報酬とコミュニティバスの補助員に係る費用でございます。 

 ７節の報償費１８万円は、広報たいしに掲載しました「地域公共交通コラム」の原稿

料でございます。 

 １０節の需用費のうち、燃料費１４１万４千２６１円は、コミュニティバスのガソリ

ン代で、月平均約１２万円となっております。 

 印刷製本費１２万５千４００円は、お出かけ支援利用券の印刷に係る費用でございま

す。 

 修繕費７５万３５円は、コミュニティバス車両に係る１２か月法定点検をはじめ、ス

タッドレスタイヤへの交換、パンク修理、ランプ類の修繕などに要した経費でございま

す。 

 １２節の委託料のうち、網計画評価・運行支援委託料６３８万円は、地域公共交通の

支援業務で、主に運行ダイヤの作成を含む実証運行支援、バス利用の実態調査、実証運

行結果の取りまとめ及び評価、交通会議の運営支援などの業務委託に係る費用でござい

ます。 

 運行管理委託料１千３６０万円は、コミュニティバス運行業務委託料でございます。 

 １８節の負担金補助及び交付金のうち、総合福祉センター利用者支援制度補助金３３

万９千７５０円は、福祉センター利用者への補助金でございます。 

 お出かけ支援事業補助金２５３万３千１００円は、７０歳以上の利用者へ１回につき

１００円の補助金でございます。 

 乗換え運賃補助金１０万５千６００円は、バスを乗り継ぐ際に発行している乗り継ぎ

割引発行に対する補助金でございます。 
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 新型コロナウイルス感染症対策事業６２３万８千８６７円は、本町独自の生活支援と

なる新生児１人当たり１０万円を支給した太子町版特別定額給付金に係る経費でござい

ます。 

 公共施設等管理計画策定事業２９９万２千円は、公共施設等総合管理計画の見直しに

係る策定業務委託料でございます。 

 ６４、６５頁をお願いいたします。 

 １１目電子計算費、支出済額５千９５０万８千５７７円。 

 電算共通維持管理事業４０５万４千２１７円。 

 １７節の備品購入費３２９万９９１円は、パソコン３１台の購入を行ったものでござ

います。 

 情報施策推進事業１千１００万８千４０８円は、インターネットやＬＧＷＡＮ、庁内

ネットワークに係るプログラムの保守委託料や賃借料などでございます。 

 社会保障・税番号制度システム管理事業４４３万４千６００円は、国が管理する情報

ネットワークシステムと本町システムとの中継を行う中間サーバーやプラットホームの

運営に係る負担金でございます。 

 情報セキュリティ強化対策事業３８６万２千６７６円は、情報セキュリティの強靱化

に対応する電算委託料などでございます。 

 自治体クラウド推進事業３千６２４万８千６７６円は、基幹系情報システムの共同ク

ラウド化に伴う利用料でございます。 

 １２目人権啓発費、支出済額１６５万１千９３０円。 

 ６６、６７頁でございます。 

 １８節負担金補助及び交付金１３５万７千５００円のうち、人権啓発・人材養成事業

等負担金４１万４千円は、部落解放・人権大学講座や人権に関して大阪府と市町村が共

同事業を実施するための負担金でございます。 

 町人権協会助成金は、８０万７千円となっております。 

 ２項の徴税費、１目税務総務費、支出済額９千８６７万６千９６２円。 

 徴税総務事業７０７万７千１５３円は、６９頁でございます。１０節の需用費のうち、

印刷製本費の３３７万４千９２円は、納税通知書等の印刷費でございます。 

 １３節の使用料及び賃借料３１４万６千２４４円は、滞納管理システム賃借料でござ

います。 
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 町民税課税事業６４０万３千６４６円のうち、１２節委託料４７４万３千１１８円は、

町・府民税賦課事務委託料でございます。 

 固定資産税課税事業７６１万７千１６４円は、１２節の委託料のうち、税務地図情報

システム保守業務委託料１３７万５千円につきましては、地番図修正等の業務委託料、

また、令和６年度評価替えに係る路線価算定業務委託料で１９６万９千円でございます。 

 軽自動車税課税事業１３５万５千６１０円は、軽自動車税の賦課徴収経費でございま

す。 

 町税収納整理事務事業７０４万４千８９１円のうち、７０頁、７１頁でございます。

１２節委託料のコンビニ収納代行業務委託料８６万９千３２０円は、コンビニ等での納

付１万３４９件分でございます。 

 ２２節償還金利子及び割引料の償還金４４５万８千７０６円は、法人１２件、個人４

６件に対する償還金でございます。 

 国税連携システム管理事業９５万２６８円は、確定申告データ及び年金特別徴収デー

タの連携に係る経費でございます。 

 ３項の戸籍住民登録費、１目戸籍住民登録費、支出済額６千５９９万６千３６２円。 

 戸籍住民登録事業１千４９４万３千４２９円のうち、７２頁、７３頁になります。１

２節の委託料３６６万８００円及び１３節の使用料及び賃借料５４５万２８０円は、戸

籍、住民基本台帳ネットワークの電算システム機器及びプログラムの保守及び変更と賃

借料等となっております。 

 旅券事務事業８０万５千円は、パスポート発給事務に関する富田林市への委託料で、

令和３年度の交付件数は４０件となっております。 

 新型コロナウイルス感染症対策事業３３万円は、マイナンバーカード登録用タッチパ

ネル購入費によるものでございます。 

 戸籍住民登録事業６４２万４千円は、戸籍附表システムへのマイナンバー制度導入に

係る委託料でございます。 

 ４項の選挙費、１目選挙管理委員会費、支出済額３０万２千７５３円。 

 選挙管理委員会事業のうち、１節の報酬２４万１千９９７円は、選挙管理委員４名分

の報酬でございます。 

 ２目衆議院議員総選挙・ 高裁国民審査費、支出済額９８０万５千８３８円は、昨年

１０月３１日執行の衆議院議員総選挙・ 高裁国民審査に係る事務経費で、投票率は５
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９.０４％でございました。 

 ７４、７５頁でございます。 

 ３節の職員手当等の時間外勤務手当１７６万５千３７６円は、投開票に係る３２名分

及び選挙期間中の事務局職員４名分、また、管理職員特別勤務手当３５万４千円は、投

開票に係る２６名分でございます。 

 １７節備品購入の３４２万７千５０円は、自書式投票用紙分類機購入によるものでご

ざいます。 

 ５項の統計調査費、１目統計調査総務費、支出済額６０万７千円は、経済センサス調

査など統計調査に係る経費でございます。 

 ６項監査委員費、１目監査委員費、支出済額３４万８千９９９円は、監査委員２名の

報酬でございます。 

 少し飛びまして、１１２頁、１１３頁をお願いいたします。 

 ４款衛生費、３項上水道費、１目上水道費。支出済額２千３０６万３千９５３円。こ

れは、新型コロナウイルス感染症対策事業で、水道基本料金の減免に要する大阪広域水

道企業団への負担金でございます。 

 また、少し飛びますけれども、１２２、１２３頁をお願いいたします。 

 ７款土木費、１項道路橋梁費、１目道路橋梁総務費、支出済額９千１１５万５千２８

１円のうち、町道維持管理事業、秘書政策課配当の３１３万３千８４６円は、町道維持

管理の側溝清掃等軽作業に伴います会計年度任用職員報酬などの経費でございます。 

 また、少し飛びまして、１３０、１３１頁をお願いいたします。 

 ８款消防費、１項消防費、１目常備消防費、支出済額１億８千５２７万４千３５３円

のうち、常備消防事業、１２節委託料１億８千４４９万７千３０８円は、富田林市への

常備消防業務委託料で、令和３年中の火災出動は１件、救急出動は６１１件ありました。 

 １３２、１３３頁をお願いいたします。 

 １８節負担金補助及び交付金、７４万８千８１７円は、救急安心センターおおさかの

運営分担費及び消火栓管理負担金としまして、消火栓１基の修繕費用でございます。 

 ３目非常備消防費、支出済額１千５７２万５千４０９円。 

 非常備消防管理事業１千３９２万６千７０７円で、１節報酬５２６万１千９２９円の

うち、５０７万１千９２９円は、消防団長以下団員１１３人分の年間報酬で、消防団員

火災等出動費１９万円は、火災応援及び各種訓練等の報酬で、延べ９５人分でございま
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す。 

 ５節災害補償費の２２万５千円は、消防団員福祉共済入院見舞金３人分でございます。 

 ７節報償費の４１９万９千円は、令和３年度中に退団しました消防団員７名分の退職

報償金でございます。 

 １０節需用費、６２万１千９６０円のうち、被服費６１万８千７８３円は、新入団員

３名の活動服や階級の変更に伴う制服やキャップ等の購入費用でございます。 

 １４節工事請負費、２８万１千６００円は、畑消防団詰所の空調施設更新工事でござ

います。なお、空調施設の更新につきましては、当初予定しておりませんでしたため、

災害対策事業委託料から流用してございます。 

 １８節負担金補助及び交付金３３１万１千２１８円のうち、消防賞じゅつ金掛金２０

万５千３００円は、消防団員が業務遂行により災害を受けた場合の賞じゅつ金支給のた

めの掛金でございます。 

 退職消防団員等公務災害掛金２４７万４千６１８円は、消防団員の公務災害補償と退

職報償金支給のための掛金でございます。 

 次に、消防資機材整備事業の１７９万８千７０２円は、消防団の業務遂行に必要な経

費でございます。 

 １０節需用費８７万５千２８２円のうち、修繕費７９万５千７９５円は、各分団の消

防車両の車検、点検時の修繕費用等でございます。 

 １１節役務費、３６万７千６２０円は、消防団の分団消防車の車検手数料、任意保険

と自賠責保険料などでございます。 

 １３節使用料及び賃借料４１万２千４００円は、消防団のＭＣＡ無線１２台分の利用

料などでございます。 

 ２６節公課費１４万３千４００円は、各分団の消防車などの自動車重量税でございま

す。 

 １３４、１３５頁になります。 

 ５目災害対策費、支出済額８９５万４千３０８円。 

 災害対策事業８７６万６千２０８円で、１０節需用費１０万５千３２０円のうち、電

気料の７万４千７０４円は、防災行政無線屋外受信機１２台分の電気料金でございます。 

 １２節委託料６８６万８千７４３円は、防災無線機器保守委託料１９０万９千６００

円のほか、防災ガイドマップ更新委託料４４０万円及びその配布業務１８万７千１４３
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円でございます。 

 １３節使用料及び賃借料５８万８千４９５円は、防災行政無線パンザマストの一部電

柱共架に係るもの及びＭＣＡ無線１７台分の使用料５６万１千円になってございます。 

 １８節負担金補助及び交付金１１０万５千円のうち、消防資機材整備補助金７５万８

千円は、自主防災組織２０団体に対する消火器、消火器格納箱などに対する助成補助金

でございます。 

 防災士資格取得推進事業１８万８千１００円は、職員３名分の防災士研修受講料及び

旅費でございます。 

 少し飛びまして、１７４、１７５頁になります。 

 １１款公債費、１項公債費、１目元金、支出済額４億１千８４９万６千２４３円は、

町債の元金償還金でございます。 

 ２目利子、支出済額２千１９０万４千３３７円、町債の利子償還金でございます。 

 １２款の予備費でございますが、新型コロナウイルス感染症対策のため、８千円を充

当しております。 

 以上で、歳出についての説明を終わります。 

 引き続きまして、政策総務部の所管します歳入についてご説明申し上げます。 

 ２０頁、２１頁をお願いいたします。 

 １款町税、収入済額１３億５千６３８万３千１６７円。前年度に比べ３千９１７万５

千６１５円、２.８％の減収となっております。 

 １項の市町村民税、収入済額６億８千９６１万２千６８０円。前年度と比べ、２千１

３６万９千９０６円、３.０％の減収。 

 １目の個人町民税、収入済額６億５千１７７万６８０円。前年度と比べ、２千３３１

万２千７０６円、３.５％の減収。これにつきましては、所得の減による影響が主な原

因となっております。 

 ２目の法人町民税、収入済額３千７８４万２千円。前年度と比べ、１９４万２千８０

０円、５.４％の増収でございます。 

 ２項の固定資産税、収入済額４億８千８１８万８千５７０円。前年度と比べ、２千７

３８万６千５６５円、５.３％の減収。評価替え及び新型コロナウイルス感染症に係る

減免による影響が主な要因でございます。 

 ３項の軽自動車税、収入済額４千８１万１千１０５円。前年度と比べ、７７万８６２
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円、１.９％の増収でございます。 

 ４項の市町村たばこ税、収入済額１億３千７３８万２千６８７円。前年度に比べ、８

４９万４１９円、６.６％の増収でございます。税率引上げによる影響が主な要因でご

ざいます。 

 ５項の入湯税、収入済額３８万８千１２５円。前年度に比べ、３１万９千５７５円、

４６６.２％の増収。これにつきましては、特別徴収義務者からの確定申告によるもの

でございます。 

 ２款の地方譲与税、収入済額３千７１２万９千円。前年度に比べ、５１万４千円、１.

４％の増収。 

 １項の地方揮発油譲与税、収入済額９２２万円。前年度に比べ、２５万６千円、２.

９％の増収でございます。 

 ２項の自動車重量譲与税、収入済額２千６３６万５千円。前年度に比べ、２８万２千

円、１.１％の増収。 

 ３項の森林環境贈与税、収入済額１５４万４千円。前年度と比べ、２万４千円、１.

５％の減少でございます。 

 ３款の利子割交付金、収入済額１８８万１千円。前年度に比べ、４６万５千円、１９.

８％の減少でございます。 

 ４款の配当割交付金、収入済額１千４８４万９千円。前年度に比べ、４９１万５千円、

４９.５％の増収でございます。 

 ２２、２３頁をお願いいたします。 

 ５款の株式等譲渡所得割交付金、収入済額１千６６７万３千円。前年度に比べ、５４

４万７千円、４８.５％の増収でございます。 

 ６款の法人事業税交付金、収入済額８８２万３千円。前年度に比べ、７２５万４千円、

４６２.３％の増収でございます。 

 ７款地方消費税交付金、収入済額２億７千８８５万８千円。前年度と比べ、２千１６

５万８千円、８.４％の増収でございます。 

 ８款のゴルフ場利用税交付金、収入済額１千６７１万５４４円。前年度と比べ、１２

３万２千５６３円、８.０％の増収でございます。 

 ９款環境性能割交付金、収入済額７３６万円。前年度に比べ、１０２万１千円、１６.

１％の増収でございます。 
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 １０款地方特例交付金、収入済額２千６７２万９千円。前年度と比べ、１千２５４万

３千円、８８.４％の増収でございます。 

 １項の地方特例交付金、１千２７６万１千円。前年度に比べ、１４２万５千円と、１

０.０％の減収でございます。 

 ２４頁、２５頁でございます。 

 ３項の新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金１千３９６万８千

円は、皆増でございます。 

 １１款地方交付税、収入済額１８億６千７０３万１千円。前年度と比べ、３億１千６

３９万３千円、２０.４％の増収。内訳としまして、普通地方交付税が１６億３千３０

３万４千円。前年度と比べ、２２.０％の増収、また、特別地方交付税が２億３千３９

９万７千円、前年度と比べ１０.４％の増収となっております。 

 １２款交通安全対策特別交付金、収入済額２０６万４千円。前年度と比べ、８万１千

円、３.８％の減収でございます。 

 １４款の使用料及び手数料、１項の使用料、１目総務使用料、２６、２７頁でござい

ます。 

 １節の庁舎等使用料、収入済額１３３万３千６８０円は、庁舎内の飲料水自販機やＪ

Ａ大阪南のＡＴＭ、また、広域水道企業団庁舎使用などに係る行政財産目的外使用料で

ございます。 

 ２節の万葉ホール使用料、収入済額７万８５０円は、シニアエクササイズやストレッ

チ体操等の有料使用分でございます。 

 ３節の地域公共交通運行バス使用料、収入済額８０万８千８４０円は、コミュニティ

バス利用者からの運賃収入でございます。 

 ２項の手数料、１目総務手数料、１節総務管理手数料、収入済額７９万２千５００円

のうち、税務証明手数料が１千８０６件、また、督促手数料が２千１５１件となってお

ります。 

 その他手数料６００円は、台帳交付手数料２件分でございます。 

 ２節の戸籍住民基本台帳手数料、収入済額４１７万９千８００円。内訳としましては、

戸籍謄抄本等手数料が２千５４０件、住民票の写し等の手数料が５千３７４件、印鑑登

録証明手数料が３千５６１件、また、閲覧その他証明手数料が２５３件となっておりま

す。 
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 ３０頁、３１頁をお願いいたします。 

 １５款国庫支出金、２項国庫補助金、１目の総務費国庫補助金、収入済額１億２千２

６万４千円。収入未済額３２４万５千円につきましては、転出・転入ワンストップ導入

に係るシステム改修費用に伴う国庫補助金設定額のうち、令和４年度に繰り越したもの

でございます。 

 社会保障・税番号制度システム整備費補助金１０６万４千円は、中間サーバーやプラ

ットフォームの運営に係る地方公共団体システム機構への負担金に係る国庫補助でござ

います。 

 通知カード・個人番号カード事務補助金５１０万４千円は、地方公共団体情報システ

ム機構への通知カード・個人番号カード関連の事務経費の交付金でございます。 

 地域少子化対策重点推進交付金１５万円は、新婚生活支援事業に対する国庫補助金で

ございます。 

 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金１億４１３万円は、新型コロナウ

イルス感染症に係る本町独自の取組に対する国庫補助でございます。 

 社会保障・税番号制度システム整備費補助金、繰越明許費分でございます、６４２万

４千円は、戸籍事務へのマイナンバー制度導入に係るシステムの整備費でございます。 

 無線システム普及支援事業費等補助金１１７万５千円は、庁舎１階住民ホール及び万

葉ホールにおけるWi-Fi環境整備補助金でございます。 

 マイナポイント事業費補助金１９５万３千円は、マイナポイント事業に要する経費に

対する補助金でございます。 

 ３２、３３頁をお願いいたします。 

 ６目の消防費国庫補助金、１節消防費補助金１６２万８千円は、社会資本整備総合交

付金で、太子町ハザードマップ作成に係る国庫補助金でございます。 

 ３項の国庫委託金、１目総務費国庫委託金。収入済額２６万２千円のうち、１節総務

管理費委託金５万４千円は、自衛官募集事務委託金でございます。 

 ２節戸籍住民登録費委託金２０万８千円は、中長期在留者事務委託費交付金でござい

ます。 

 ３４、３５頁をお願いいたします。 

 １６款の府支出金、２項の府補助金、１目総務費府補助金、１節総務管理費補助金、

収入済額４千２４９万９千円のうち、総合相談事業交付金３１０万４千円は、人権相談
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や就労支援相談に係る交付金、移譲事務交付金総務財政課所管分としまして、１０万７

千円は、ＮＰＯ法人の設立認証等に係る交付金、移譲事務交付金自治防災課所管分とし

まして、２万７千円は、路外駐車場の認可等に係る交付金でございます。振興補助金３

千６８０万円は、学校給食調理等業務委託事業に対する補助金でございます。 

 ２節戸籍住民登録費補助金、収入済額１６万５千６００円は、人口動態統計調査費交

付金で１万５千６００円、旅券事務交付金で１５万円でございます。 

 ３６、３７頁をお願いいたします。 

 １節消防費補助金３３万３千円は、保安３法に関する移譲事務交付金でございます。 

 ３項の府委託金、１目総務費府委託金、１節総務管理費委託金、収入済額２０万円は、

人権啓発活動委託金でございます。 

 ２節の徴税費委託金、収入済額２千３３万５千４９円は、府民税徴収事務委託金でご

ざいます。 

 ３節の選挙費委託金、収入済額９１７万５千３３１円は、衆議院議員総選挙費委託金

でございます。 

 ３８、３９頁をお願いいたします。 

 ４節の統計調査費委託金、収入済額６０万７千円。経済センサス活動調査の交付金で

ございます。 

 １７款財産収入、１項財産売払収入、１目財産売払収入、収入済額９１万４千１４０

円は、町有財産売買による収入でございます。 

 ２項の財産運用収入、１目の財産貸付収入、収入済額９４万２千１６２円。財産貸付

収入は、ＮＴＴドコモの電波塔敷地の貸付及び大阪ガスへのプロパン庫敷地の貸付など

による収入でございます。 

 ２目の利子及び配当金、収入済額１０２万９千６９２円。基金の定期預金利息でござ

います。 

 １８款寄付金、１項寄付金、１目指定寄付金、１節のふるさと太子応援基金寄付金、

収入済額１億１千１８３万９千円でございます。 

 １９款の繰入金、１項基金繰入金、４０、４１頁でございます。 

 ２目の太子まちづくり「夢」基金繰入金、収入済額１千１２４万８千円。これは、中

学生英語検定試験検定料の助成へ１２４万８千円、生涯学習施設等整備事業へ１千万円

を充当しております。 
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 ３目のふるさと太子応援基金繰入金、収入済額１８０万円は、妊娠出産包括支援事業

へ５０万円、子ども子育て支援事業へ１３０万円を充当しております。 

 ４目の公共施設整備基金繰入金、２億８千８１８万５千円は、生涯学習施設等整備事

業へ２億８千６４２万５千円、総合スポーツ公園維持管理事業、給食センター維持管理

事業へ１７６万円を充当しております。 

 ２０款の繰越金、収入済額６千８０７万６千９５５円のうち、１千３６３万１千円は、

繰越事業費等充当財源繰越額でございます。 

 ２１款の諸収入、１項の町預金利子、収入済額４千７５２円。 

 ２項の延滞金加算金、収入済額１０３万９千５１４円。町税の延滞金でございます。 

 ４項の雑入、１目雑入、１節退職消防団員報償金等収入としまして、４１４万９千円

は、団長を含む６名分の退職金に係る消防団等公務災害補償等共済基金からの収入でご

ざいます。 

 ２節の雑入のうち、政策総務部所管に係る主なものといたしまして、市町村振興協会

交付金１千６８０万７千８８４円は、市町村振興宝くじのサマージャンボ分で９５９万

３千５３３円、ハロウィン分で７２１万４千３５１円。これらは宝くじ収益金からの交

付金でございます。 

 その下でございます。大阪広域水道企業団庁舎経費負担金３５万５千６６８円。 

 一番下になります。広告料６０万９千４００円は、ホームページのバナー広告や広報

紙の広告掲載料でございます。 

 ４３頁をお願いいたします。 

 上から１１段目になります。消防団員福祉共済入院見舞金で３名分、２２万５千円で

ございます。 

 その下、３段目になります。一般コミュニティ助成事業助成金としまして、２５０万

円。これは地区・町会等運営事業負担金補助及び交付金として、永田町会のだんじりの

修繕等に係る補助金に充当しております。 

 その下になります。１１段目でございます。大阪府町村長会町村振興共催事業負担金

２８４万１千１３５円は、町村振興共催事業としまして実施した聖徳太子没後１４００

年記念シンポジウム開催業務委託料に充当しております。 

 ４４、４５頁をお願いいたします。 

 一番上の段になります。建物災害共済金７８万７千５０円は、地区集会所空調設備更



－２５－ 

新に充当しております。 

 ２２款町債、収入済額５億１千５９０万５千円。 

 １目の農林業債、収入済額７４０万円。農業用水路改修事業債７４０万円は、大溝水

路改修工事に対するもので、借入先は地方公共団体金融機構、利率は０.５％となって

おります。 

 ２目の土木債、収入済額２千２７０万円。 

 道路橋梁債１千９２０万円のうち、町道老朽化対策事業債１千５６０万円は、町道大

道線及び町道西山龍王寺線の舗装工事に対するもので、借入先は地方公共団体金融機構、

利率は０.２％となっております。 

 橋梁等保全事業債３６０万円は、鹿向谷大橋改修工事に対するもので、大阪府貸付金

で借入、利率は０.２％となっております。 

 また、河川債、緊急浚渫推進事業債３５０万円は、山田地区の普通河川浚渫工事に対

するもので、地方公共団体金融機構で借り入れをしておりまして、利率は０.５％とな

っております。 

 ３目の教育債、収入済額３億３千７５０万円。 

 学校債３千４９０万円のうち、小学校トイレ改修事業債２千７０万円は、磯長小学校

の東校舎及び南校舎のトイレ改修工事に対するもので、近畿財務局で借り入れ、利率は

０.６％となっております。 

 幼稚園空調設備更新事業債１千４２０万円は、前年度からの繰越事業となっており、

同じく近畿財務局で借り入れ、利率は０.２％となっております。 

 教育事業債の生涯学習施設等整備事業債２億８千７２０万円は、地方公共団体金融機

構で借り入れ、利率は０.８％となっております。 

 保健体育債の総合スポーツ公園改修事業債１千５４０万円は、テニスコート改修工事

に対するもので、同じく地方公共団体金融機構で借り入れ、利率は０.２％となってお

ります。 

 ４目臨時財政対策債、収入済額１億４千８３０万５千円。２つの金融機関から融資を

受けており、近畿財務局より６千５５万３千円、利率は０.２％、地方公共団体金融機

構より８千７７５万２千円、利率は同じく０.２％となっております。 

 以上で、議会事務局、会計課及び政策総務部所管の歳出・歳入の説明を終わります。 

○西田委員長 ただいま政策総務関係の歳出・歳入について説明がありました。 
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 ここで暫時休憩といたします。再開は放送にてお知らせします。 

午前１１時０９分 休 憩 

                                        

午前１１時２０分 再 開 

○西田委員長 それでは、再開いたします。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○斧田委員 まず初めに、歳入歳出決算書の附属説明資料のほうから質問をさせていただ

きたいと思います。 

 １頁のところの収支の状況についての質問です。 

 令和３年度の実質収支額が１億８千１３９万８千５６４円というふうな形になってい

ますが、この数字だけ見ると、住民の方から見られたときに、太子町は財政的に余裕が

あるんだなと感じられる可能性もありますが、これは本当にそういうふうな形で、住民

の方に聞かれたときにも、「太子町は財政的には余裕があるんですよ」というふうな形

で、僕らも説明していいのか、財政的なものというのが、単年度というんですか、これ

だけではなくて、もっと将来的な部分でも、太子町として大きく支払っていかないとい

けないものとかというのも多分あったかと思うんですけれども、そういうふうなことも

含めて、財政担当の方から、そういう見方について教えていただけたらと思うんですが、

よろしくお願いします。 

○ 本総務財政課長 ３年度決算におけます実質収支額のほうは、確かに委員おっしゃる

とおり１億８千万円ほど黒字が出ておりますので、これだけ見ると、まあまあ余裕ある

なというような感想を持たれる方がいらっしゃるかと思いますが、そもそも単年度とい

うところをまず１つ押さえていただく必要があるのと、あと、黒字になっている理由を

ちょっと深掘りしていただく必要があるのかなと、財政担当として思っています。 

 まず、令和３年度決算は黒字になっている主な理由ですけれども、先ほどから資料に

もございましたように、大きなところで地方交付税のほうが増収になっているという部

分、あと、各種交付金につきましても軒並み増収となっております。 

 逆に、歳出のほうはどうだったのかというところなんですが、公債費につきましては、

前年度とほぼ横ばいになっておりますし、補助費は着実に伸びております。また、物件

費も増えておりますしといったような内容で、特に歳出のほうが圧縮された結果という
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部分はなく、あくまでも依存財源のほうが増えた結果と言えるのではないかと思います

ので、その辺のあの黒字になった理由をご理解いただいた上でのコメントというのが必

要なのかなと感じでおります。 

 以上です。 

○斧田委員 ありがとうございます。中々収支の考え方というのでも、特にコロナ禍の関

係などで国から出てくるいろんな形での交付税であったり交付金というのが、今年につ

いては、やっぱり国としても市町村に対してある程度潤沢な形で出さないといけないと

いうふうな大きな流れがあったんだろうなというふうに思っております。 

 それと、私のほうが気にかかったのが、以前でも、ちょっと建石議員が去年、一般質

問された太子町の公共施設等総合管理計画というふうなところを見ていけば、将来的な

形として、太子町のこの庁舎であったりとか総合スポーツ公園であったりとか、もうそ

ろそろいろんな形での補修で手を入れないといけないというふうなものが、約３００億

円ぐらいあるというふうな形でも聞いておりましたので、そういうふうな部分も含めて、

歳入だけではなくて、将来的には歳出的な部分として、そういうふうなことがあるので

はないかなと思っていますが、いかがお考えでしょうか。 

○ 本総務財政課長 おっしゃるとおり、直接的には目に見えない形の将来の負担という

部分が相当部分あります。昨年度策定しました公共施設総合管理計画につきましても、

ご覧いただいたとおりの巨額の投資のほうが必要になってくるというような部分がござ

いますので、そういった将来の需要に備えた、例えば、基金であったりという部分も当

然今のうちに確保していく必要がございます。ですので、そうした部分、将来の目に見

えない負担も加味しますと、決して余裕のある財政ということではございませんので、

その点はご注意いただきたいと考えております。 

 以上です。 

○斧田委員 ありがとうございます。あと、先ほど答弁いただいた中に、経常収支比率の

話というんですか、も出てきていたかと思います。８８.８％というのが太子町の今の

数値だという説明だったと思うんですけれども、これは、考え方というんですか、太子

町の中で実際にもうお金の出どころが決まっているものというのが約９割あって、あと

自由に使えるものというのは、残り１割しかないと。そんなふうなものが太子町の実態

だということでよろしいんでしょうか。 

○ 本総務財政課長 経常収支比率につきましても、結果的に前年度からかなりポイント
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改善しております。こちらも主な要因のほうが地方交付税というところになってきます。 

 ただ、経常収支比率のほうが、一般財源、通常入ってくる一般財源のほうというボリ

ュームを重視しておりますので、分母のほうでですね。ですので、例えば、同じ資料の

中の自主財源と依存財源というところの表、頁で言いますと３頁ですか。歳入の状況の

ところに資料ございます。また４頁にかけては、もうちょっと簡単にした表、自主財源、

依存財源という部分がございますが、特に先ほどからちょっと地方交付税、出ています

けれども、大きな財源ではありますが、あくまでも依存財源という財源でございますの

で、財政としましては、当然重要な財源なんですけれども、ここの資料のコメントに、

４頁なんですけれども、財政基盤の脆弱性は変わらないというコメントを書いておりま

すけれども、財政基盤という部分、これ簡単に申し上げますと、安定感といいますか、

そういったイメージをお持ちいただいても結構なんですけれども、結局依存している財

源というのは、安定感があるかないかと言われると、ちょっと安定感に欠けると、将来

どうなるか分からないということもございますので、やはり歳入の中でも、町税という

ところ、町税がどうなったかという部分を重要視する必要があるのかなと思います。 

 特に、資料でいいますと、３頁にあります一番上の自主財源の町税、約４千万円ほど

減収になっていますけれども、町税の中でも、特にうちの場合、個人住民税と、あと、

固定資産税のほうですね。固定資産税のほうなんかは、景気にあまり左右されない良質

な財源と言えるのではないかと思いますが、そちらの動きを十分注視する必要があるの

かなと思っております。 

 ですので、中身を見ていくと、そういう町税が減っているという状況は、ちょっと重

く受け止めるべきなのかなあというふうに感じております。 

 以上です。 

○斧田委員 ありがとうございます。丁寧な説明というんですか、なかなか太子町が抱え

ている問題というか、住民の数というんですか、人口も減ってくる中で、しかも、税金

のほうについても、入ってくるのが厳しくなっているというふうな状況が分かりました。 

 そんな状況の中でも、太子町とすれば、先ほどからの説明の中でもありましたような

広報紙や、何というんですか、ホームページなどの広告掲載料というんですか、そうい

うふうなものとか、あと、ふるさと納税や使用料、あと、今、取り組まれているのでは、

聖和台の土地というんですか、一般競争入札による土地の売払いというふうなことも頑

張って取り組んでいただいているというふうなことではないかなと考えていますが、い
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かがでしょうか。 

○ 本総務財政課長 そうですね。財源の確保という部分で広く、今おっしゃっていただ

いた土地の売買であったりとか、あと、ふるさと納税も当然そうなんですけれども、そ

ういった部分への取組という部分は強化していっているところではございますが、何度

も申し上げてあれなんですけれども、土地はもう売れば終わりと、売ったら終い。ふる

さと納税につきましても、制度に乗っかった部分でございますので、制度改正等をされ

れば、もう終わってしまうといろいろなことが危惧されますので、やはりあくまでも町

税というのを中心に、歳入をあまり楽観視せずに、堅実に見ていく必要が将来的にはあ

るのかなというふうに感じております。 

 以上です。 

○斧田委員 ありがとうございます。 

 あとはちょっと決算書のほうに入らせてもらって、ちょっと内容的な確認というんで

すか、させていただけたらと思っています。 

 決算書の４９頁のところになるんですけれども、産業医の説明があったんですけれど

も、こちらのほうについてなんですけれども、現在、産業医はどなたというんですか、

どの先生にやってもらっているのかとか、年間に大体何回ぐらい出動というんですか、

相談とかも含めてやられているのか、教えていただけたらと思います。 

○西本秘書政策課長 衛生委員会事業の産業医に関するご質問ですが、先生につきまして

は、つついクリニックの院長の筒井先生にお願いしております。年間のお願いしている

といいますか、活動の回数ですけれども、昨年度は４回実施しました。 

○斧田委員 ありがとうございます。地元でちゃんと先生がついていただけるというのは

ありがたいなというふうに思っています。 

 それと、続きまして、６１頁になるんですけれども、防犯カメラの維持管理のところ

なんですけれども、こちらのほう、各町会のほうでつけてもらった経過があるかと思う

んですけれども、去年なんかでも、こういう防犯カメラが警察への情報提供で役に立っ

ているというふうな件数とか、もし分かっていれば教えていただきたいんですが、いか

がでしょうか。 

○ 中自治防災課長 防犯カメラの警察の捜査等に対する貢献という形の質問だと思いま

す。 

 警察のほうからは、犯罪等がありましたときに、防犯カメラを見たいという形で、自
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治防災課並びに町会のほうに依頼がありまして、それで、防犯カメラの映像を確認する

というふうな手順になっておりますが、令和３年度につきましては、警察のほうから依

頼を受けたのは１４件となっておりました。令和２年度は４件でしたので、ちょっと１

０件ほど増えているというふうな状況になっております。 

 以上です。 

○斧田委員 どうもありがとうございました。 

○西田委員長 ほかにございませんか。 

○村井委員 先ほどの斧田委員の質問とかぶるところもあるかと思うんですけど、附属説

明資料の３頁、４頁の歳入のところの町税といったところで、先ほどの課長の答弁にも

ありましたように、やっぱり財源確保というところ、力を入れているのは自主財源、特

に自主財源の確保というところに、非常にやっぱり安定的なところでここはもう力を入

れていかなあかんと思うんですけど、減収になっているということなんですけど、主な

要因を教えていただけませんか。 

○ 本総務財政課長 今、委員のご質問で、自主財源にちょっと絞った形で回答させてい

ただきます。 

 自主財源のほうは、全体としましては、寄付金の影響で増えております。ふるさと納

税の寄付金が１億円超ありましたので増えておりますが、ちょっと先ほど申し上げたと

おり、あくまでも寄付金というのは安定しない財源ですので、特に寄付金１億円ありま

すけれども、裏でこの寄付をいただくのに必要な経費が約５０％、５千万円、歳出のほ

うで出ていっています。ですので、ちょっと考え方があれなんですけれども、純利益と

したら５千万円、半分ほどという形で見ていただく必要があるのかなということでござ

います。 

 町税の減収についてなんですけれども、うちだけではなく全国的にそういう傾向があ

ると思いますが、人口減でまず減るというところですね。固定資産税につきましては、

評価替えの年はどうしてもちょっと、昨今の地価等で減ってしまう、減少につながると。

あともう一つ、コロナの影響で昨年度減収になっているというようなところで、ちょっ

とあまり明るい材料が、町税についてはないというのが現状ではないかと思いますが、

あとは、転入を促進したり、そういったところで人に来ていただいて、あとは、立地、

工場の立地ですね。そういったところに事業所に進出していただいて、税収を確保して

いくといったようなところは進めておるところでございますので、まだ顕著な成果とい
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うのは、数字上は出ておりませんけれども、そういった取組をこれからも継続していく

必要があるのかなと思っております。 

○村井委員 すみません。ちょっと私の質問が悪かった。個人住民税関係の減収と言って

いた答弁の中に、人口減という。所得のところもあるかと思うんですけど、やっぱり人

口減といったところは、よその自治体でも、首都圏とか一部に関しては違うかもわから

ないんですけど、よくある地方公共団体で、やっぱり人口減の中で税収が減するという

のが大きな流れ、もうこれに逆らうことはできないと。 

 令和４年８月１日現在、今回の広報にも出ていましたけど、今現在の人口が１万２千

９６７人。これは、先ほどありましたように、大きなところで言うたら、太子町が定め

ています都市計画マスタープラン、平成３７年度と書いてあるんですけれども、２０２

５年ですね。その時点の目標人口数値が１万３千５００人となってるんですよ。今、課

長の答弁でもありましたように、都市計画というのは、その町の大きな財政構造の青写

真を示しているのが都市計画なのであって、どこの土地をどう使うかとか、人口をどう

増やすのかとか。人口増やすにはどうしたらいいのかということを、皆さん日頃考えて

おられるかと思うんですけど、やっぱり既存の人口の、今でいうたら５００人マイナス

というところの数字が出ていますけど、これ３年後ですか、３年後に１万３千５００人

なんですけど、今の時点でマイナス５００人というところの乖離が出ているんですけど、

そういうところのことを、これから予算編成の中で加味していく、もしくは、都市計画

をちょっと触っていくみたいなお考えはあるんでしょうか。 

○ 本総務財政課長 都市マスにつきましては、ちょっと直接は携わっておりませんので、

私が回答するのはどうかと思うんですけれども、一応予算編成に当たりましては、特に

人口ですね。人口をある程度正確に将来出せると推計できると言われております、統計

上ですね。ですので、そういった機関が示している人口推計というのを念頭に、当然、

事業の規模であったり、歳入の規模であったりというところらへんも、予算編成に関し

ては、そういったところを加味しながら進めていくというところでございます。 

 以上です。 

○村井委員 これ本当、さっき課長の答弁がもう全くそのままやと思うんです。ふるさと

納税の額が増えている、そういうところで、一過性というか、一時的に寄付金が伸びて、

財政状況を単年度で見たら好転しているようにも見えるけど、特にこの令和２年度、３

年度、この４年度と、やっぱり新型コロナウイルス対応をした財政構造になっていると
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思うのでね。ちょっとこれは有事と言っているけど、やっぱり特殊な財政構造の指標や

と思うので、決算書とはいえね。特に入りのところが、そういうふうに国から多くの交

付金なりが入っている決算書なのでね。例えば、国のほうも、このままずっと同じとこ

ろに、いつまでもこの新型コロナウイルスサイトでやってください、やってくださいよ、

何ぼでも出しますよみたいなね。先日も吉村知事が記者会見の中で言いましたけど、全

数把握していくか、せえへんのか、その裏で国にどう負担してくれんねんみたいなとこ

ろが、やっぱり見え隠れするんですけど、やっぱその辺の国の動きというのは、これか

らどういうふうなことが予測されますでしょうか。地方財政に対する影響、どういうふ

うな予測をされていますでしょうか。 

○ 本総務財政課長 地方財政に対する国の動きでございますが、そうですね、私、ちょ

っと個人的な見解になりますけれども、おっしゃっているようなこれから必要な経費、

需要というのは、恐らく膨らんでいくであろうということで、先日、概算要求の、来年

度の省庁概算要求の様子が流れていたと思うんですけれども、規模で過去 大級の１５

０兆円かな、それぐらいのことだったと思うんですけれども。そこからまた防衛費であ

ったりとか、まだちょっと数字として上がってきていないようだったりという部分で報

道が流れておりましたけれども、コロナ対策という部分が一定区切りつきましたら、当

然、経済に、今同時に舵切っておられますけれども、そういったところを重点的に手当

てしていくような傾向、事業がでてくるのかなというふうには思っておりますが。中途

半端な答弁で申し訳ございませんが。 

○村井委員 これからやっぱり、国も地方財政に対する支出というところを、歳出という

ところを締めてくるというのも予測されると思うんです。やっぱりその中で、この前も

ちょっと言いましたけど、６月に発表される骨太の方針、経済財政諮問会議が発表する

大きなところの動き、年末に発表されます地方財政計画と。そこにはやっぱりこれから

先の地方財政がどうなっていくかということが、ある程度の道筋が見えてくることが、

文言が必ず載ってくると思うんです。載らなかったら、載せる、載せへんでまたそこで

駆け引きがあるのかもわかりませんけど。 

 その辺のことを注視して、特に太子町のやっぱり歳入の構造の１つ特徴として、法人

関係の脆弱性というのがあると思うんですよ。これすごく、ほかの自治体と違って、太

子町のすごく悪い面の特徴だと思うんですけどね。やっぱりその辺もあるので、特に個

人住民税を含めたところの、しっかりとした確保できるように、それがまた、法人税は
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うちとこもう要らんねん、商事関係は要らんねんではなくて、１つ、ちょっとでもやっ

ぱり増えるような、しっかり計画を立ててもらう。すごくすごく大事だと思うんですけ

ど、これはもう答弁、もういいですけれども、また要望として、やっぱりしっかり、そ

の辺の骨格からしっかり考えていただいて、これから予算編成していただきますように

お願いしておきます。 

○西田委員長 ほかにございませんか。 

○藤井委員 質問をさせていただきます。６８頁、６９頁になるのですが、議案で、固定

資産評価審査委員会委員の選任同意がありましたので、改めてお尋ねします。 

 固定資産税課税事業、固定資産評価員報酬ですが、令和３年度の予算書には、３人分、

４万２千円。１人７千円ですから、２回報酬分が予算計上されていたのかと思うのです

が、７千円というのは、１人だけに支払いをされた額なのでしょうか、お尋ねします。 

○田中税務課長 今お尋ねの固定資産評価員報酬の件でございますが、こちらは毎年１回

３月下旬に会議を開催させていただいておりまして、評価の状況、こちらを説明させて

いただいて、その評価の内容を評価員のほうから町長のほうにご説明、提出をさせてい

ただくような形で、毎年させていただいております。 

 それで、評価員さんが１名おられますので、その方１回について７千円という形で支

出させていただいております。 

 以上でございます。 

○藤井委員 ありがとうございます。ということは、年１回ということなんですね。あり

がとうございました。 

○西田委員長 ほかにございますか。 

○森田委員 ５７頁に、来場者の駐車場の賃料と書いて、２７９万円。これは、表の来庁

者の駐車場だけで、公用車が、六枚橋の横にある、公用車のところとか、そういうのは

また別ですか。 

○ 本総務財政課長 こちらに書いております来庁者駐車場用地等につきましては、２７

９万３千円、こちらは、現在、 本モータースの横に借りております公用車の駐車場、

まずそこが１つと、あとは、ふだん停めていただいている庁舎の裏側の駐車場というと

ころで、職員が主に停めているちょっと下の駐車場であったり、ちょっと離れたところ、

そちらのほうは入っておりませんので。あくまでも来庁される方の駐車場と、今、公用

車が主に待機というか、待避していますけれども、 本モータースの横の駐車場の２か
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所と。 

○森田委員 公用車なんかでも借地するのであったら、これは何年間という契約があるの

かな。というのは、もう来年に公民館を潰して、そこかて駐車場にするというのを聞い

てるのだけどね。せやから、何年契約で、１０年契約で借地をやってとか、そういう契

約はあるわけですか。 

○ 本総務財政課長 基本的には、毎年契約を更新されているというようなことで、１年

契約という部分でずっと更新が続いておるような状況でございます。 

○森田委員 そうですか。１年交代で、今年借りて、もう来年は結構ですと言えるわけで

すか。 

○ 本総務財政課長 そうですね。その部分は、契約上はそういう長期の縛りというのは

ございませんので、双方協議の上ということにはなりますけれども、一方的に、さすが

に今までお借りしていた関係上、一方的にもう結構ですというようなことではなく、ち

ょっと協議した上でというのが前提になるのかなとは思っていますけれども。 

○森田委員 それとまた別で、たばこ税、今まで２億円近くあったのが減って、１億３千

万円ぐらいになっていますね。せやけど、２億円近くもらっていたのはもらい過ぎとい

うか、大阪府へ還付しているのだけれども、この額であったら大体もう還付はしなくて

もいい額ですか。 

○田中税務課長 たばこ税、大阪府への交付金ですよね。そちらのご質問やと思うんです

けれども、一応課税定額というところがございまして、今回令和３年度については、令

和２年度のたばこ税収入について、上限課税定額を超える場合は、一定返還すると。大

阪府のほうに交付させていただくという形になるんですけれども、令和３年度、令和２

年度のそのたばこ税に対する課税定額は１億８千万円という形になっております。 

 ちなみに、今回、令和３年度に収入があったたばこ税、こちらが今回１億３千７００

万円ほどあるんですけれども、こちらにつきましては、今年、令和４年度で、もし課税

定額を超えれば返還という形になるんですけれども、今回につきましては、１億大体７

千６００万円程度の課税定額になっておりますので、大体今のところは、１億７千万円、

１億８千万円ぐらいのライン、そちらを超えれば大阪府のほうに交付するという形にな

ります。 

 以上でございます。 

○森田委員 結構です。 
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○西田委員長 ほかにございませんか。 

○ 本（博）副委員長 自分だけが分からないかもわからないですけど、５７頁、ＥＳＣ

Ｏ事業、これの概要をちょっと教えていただけますか。 

○ 本総務財政課長 ＥＳＣＯ事業ということでございますが、こちらにつきましては、

庁舎のほぼ全ての電源を省エネタイプの電源にしているということで、平成３１年度か

らスタートしておりまして、契約期間のほうが令和７年３月末までの６年間ということ

で、契約業者のほうなんですけれども、ダイキンエアテクノさんとなっております。 

 こちらにつきましては、電気代もそうなんですけど、今、照明もほとんどＬＥＤにな

っていますけれども、照明のほうも設置していただいて、また途中で取替えが必要であ

れば、その費用も全て含まれているというようなことでございます。 

○ 本（博）副委員長 ありがとうございます。 

○西田委員長 ほかにございませんか。 

○藤井委員 ちょっとお尋ねします。頁３８、３９、財産貸付収入ということで書いてあ

るんですけれども、ちょっと話が反れると思うんですけど、このとき聖徳太子の１４０

０年祭の記念行事が叡福寺であったと思うんです。４月から５月にかけて、１か月ほど

あって、向少路の譲り受けた土地が駐車場として利用されていましたが、これは無償提

供であったのでしょうか。お尋ねします。もし有料でしたら、その額は、決算書の歳入

のどこに書かれているのでしょうか、お尋ねします。 

○ 本総務財政課長 委員おっしゃっています聖徳太子１４００年記念祭の叡福寺さんに

貸し付けた際の駐車場代なんですけれども、無料ではございません。行政財産の使用許

可に基づきまして、使用料を財産貸付収入として、収入しております。金額のほうは、

ちなみに２１万１千５００円という金額を、使用期間約１か月超あったんですけれども、

４０日間くらいに対しての使用料ということで、３年度、収入をしております。 

 決算書のほうには、その他の貸付収入とちょっと合算になっておりますので、単独で

２１万１千５００円という金額は出ておりませんが、科目としましては、財産貸付収入

の中に入ってございます。 

○藤井委員 ありがとうございます。貸付はやっぱりしているということなんですけれど

も、今、あの土地、ずっと何かもう荒れたような感じの状態でよく見かけるんですけれ

ども、今後、この土地をどのように活用するのか、何か見通しはあるのでしょうか。 

 というのは、緊急車両が通るようにしてほしいとか、草刈りをした後、きっちりして
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ほしいとかという声がやっぱり出てるんです。それたと、また周辺の住民の方が喜んで

活用をしたいという話も出ているんですけれども、どのように考えていますでしょうか。

すみません。お願いします。 

○西本秘書政策課長 向少路の土地の今後の利用活用の件ですけれども、まだ具体的にど

のような活用をするかというところには至っておりません。将来に向けて継続して検討

していく必要があると考えております。 

 以上です。 

○藤井委員 ありがとうございます。 

○西田委員長 もうお昼になりましたので、暫時休憩にしたいと思います。 

 再開は、午後１時５分からでお願いします。 

午後 ０時００分 休 憩 

                                        

午後 １時０５分 再 開 

○西田委員長 それでは、再開いたします。 

 引き続き、質疑、ほかにございませんか。 

○村井委員 すみません。午前中に引き続き、ちょっと長いんですけれども、４９頁のと

ころなんですけど、職員の皆さんで、もうこの小さな自治体の小さな役所組織で、もう

全力でフルに回転して対応していただいていると思うんですけど、ここの４９頁のとこ

ろの職員研修事業というところの、ここが１つ、やっぱりしっかりと職員さんに研修を

受けていただいて、やっぱり個々のスキルアップ、組織のスキルアップをしていって、

何とかそういう人員のところのことをカバーしていかないかんと、専門性を含めていか

なあかんというのは、これ、私はそない思ってるんですけど、この研修事業の主な研修、

どういう研修を受けられているのか。それと、研修に派遣というか、行っていただいて

いる職員さんの役職階級というのも分かったら教えていただけませんか。 

○西本秘書政策課長 職員研修についてのご質問です。 

 まず、主な研修でございますが、令和３年度におきましては、専門的な研修、それか

ら、公務員としての技能を向上させるような研修、それと、個別個別の目的に応じた研

修、いろんな部分がございます。合計４６ほどの研修を、去年１年間で、延べにしまし

て３５０名の者が研修をしました。 

 主な内容としましては、専門的な部分でいきますと、行政としての研修、また、民法
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を演習形式で学ぶような研修、そういったこと。それから、特別といいますか、人権問

題を学んでいこうというところで、そういう人権研修。それから、個別個別には、例え

ばですけれども、地方公営企業法、消費税、そういったところの研修であったり、防火

管理者としての研修マスター、あと、土木分野での積算とか施工管理とか、そういった

ことを学ぶような何個か個別の研修ですね。そういったこと、合計４６ほどの研修を受

けております。主に南河内郡の職員の研修協議会という組織と大阪府の市町村職員研修

研究センター、そういったところの部分を活用しまして、研修しております。 

 役職のご質問でございますが、役職につきましては、新入職員から主査、課長補佐、

管理職問わず、それぞれ内容に応じたところで参加しております。 

 以上です。 

○村井委員 いろいろ今おっしゃった中でも、やっぱりその専門性を持たせた、特に私が

よく行政職員の研修の中で、これすごく専門的なのは徴税ですね。税に関するところ。

固定資産税の徴収、住民税徴収とかいうところの評価とかで言うのが、すごく専門性が

あるというところで、特に若い職員さんに率先して参加していただいているという自治

体、役所をよく聞くんです。 

 特に、今言った民間レベルとの研修を受けてもらって、そういうノウハウをもっとつ

けてもらうとか、その研修に率先して参加してもらうことによって、よその自治体の職

員さんと交流を深めて、情報収集に努めてもらうと、１つのツールとして。特に太子町

においては、大阪府の制度、個別大阪府の制度と国の個別制度、この国の特別制度を知

らないということがちらっちらっと見えるんですよ。そういう情報が入ってきているか

と思うんですけどね。やっぱりうちとこの部署にちょっとこれ関係する制度やぞとか、

国が発表するところを他人事ではなくて、そういうところに、これちょっとというとこ

ろにやっぱり機転を利かす職員さんを１人でも多く育てるというところで、これもっと

職員研修というところも予備までも組んでまででもいいですから、もっと活発に職員研

修に率先して参加していただいて、もっと組織のスキルアップ、そして、個々のスキル

アップといったところ、そのスキルアップしたのが、個々の職員さんの盾になると思う

んです。武器の盾になると思うのでね。その辺もっと研修メニューというのはどんどん

増やしていきたい、参加していってもらうとかいうお考えはないのでしょうか。 

○西本秘書政策課長 ありがとうございます。今、委員おっしゃいましたように、いろん

な研修がございます。機会あるごとに、職員、自発的に手を挙げている者ももちろんお
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ります。毎年、例えば、評価の研修だったりそういったものは、もう毎年のごとく全職

員に当てている研修もあります。そこは、秘書政策課としましても、毎年度当初にこの

１年間の、先ほど申しました、そういう郡の研修であったり、大阪府職員研修センター

の研修であったり、メニューを提示しておりますので、そこは積極的に個々の職員が手

を挙げて、また、課の中で日々の業務をやりくりしながら、その研修に参加できるよう

な体制を取ってもらうように、内部で周知を図ってまいりたいと考えております。 

○村井委員 ありがとうございました。おっしゃるとおり、私、先ほどの質問でもしまし

たけど、やっぱり地方財政、自主財源確保、個別事業でいったらふるさと納税、大きく

言うたら観光事業、これ大きな日本全国での土俵の上に立っておるんでね。やっぱりそ

こは一番 初、己を知るという意味でも、研修に参加していただいて、時には恥かくこ

ともあるやろし、やっぱりよその空気を積極的に吸うて、よその水を積極的に飲んで、

自分ところの良さ、自分ところの住む町の進むポイントをまず職員さんが分かってもら

うというのが、全ての事業の種やと、種まくことになるかと思うので、その辺がやっぱ

りもっと積極的に参加してもらいますよう、お願いしておきます。そういう仕組みにし

てもらいますよう、お願いしておきます。 

 続きまして、５９頁。５９頁の町会等運営事業の中の個別の予算がどうやこうやみた

いになっておって、このコロナ禍で令和２年度、３年度、これ４年度ぐらいからまた実

質、自治会町会において総会なり開かれるかと思うんですけど、実際にこの２年度、３

年度で、自治会の総会が開催されてない、もしくは、書面開催、一部の役員さんだけの

開催というところの自治会町会が多いと思うんです。うちとこの自治会も、今一部の役

員さんだけで総会いただいて、各自治会町会において、行政委員、もしくは、何かの担

当者というところを決めて、名簿を作ってということでやっておられるんですけど、総

会など開かれてないので、その選任された行政委員さん、もしくは、何かの役を持って

担当の方という、実質の何をしていいのか、どういう町の役割で、そういう何とか委員

に任命されているのだという意識いうのがないままに、名前だけ、そこの役っていった

ところに選任されている、名簿に記載されているという状況のことを、ここ２年ほどち

ょっと実際動き出したら、そういうところが見え隠れしたと。 

 それともう一つ、役員さんの引継ぎに当たって、物的なものが、例えば、衣装装束を

自治会で引き継いでくださいよ。例えば、腕章１つ、帽子１つ、役場から新たに支給は

しませんけど、今既存にある自治会内のそれを引き継いでくださいねと言ったところの、
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物はそんなんもらってないでとか、うち、そんなんないでとかいう、ちょっとそういう

ところもあるんですけど。今実際に、この自治会町会からのそういう話で、そういう議

題になっているのかなってないのか、これから調査していこうとされているのか、その

辺の今の現状を教えていただけませんか。 

○ 中自治防災課長 各町会での役員さんも含めて、各委員さんの活躍というか、動きに

ついてということだと思います。 

 各町会で、各町会の総会ですとかは、書面開催されているのとか、役員が集まってや

っておられたというのは、詳細には確認していないところでございますが、委員おっし

ゃるとおりに、例えば、自治防災課の所管でいうと、防犯委員さんという方がおられる

んですけれども、各町会から選出いただいた防犯委員の方に腕章をつけていただいて、

例えば、８月に夜間の防犯活動をお願いしますという案内を差し上げたところ、「腕章

がないねん」というようなお話ですとか、また、「防犯委員としての活動の内容は何し

たらいいか分からない」というようなお問合せも多数いただいたところです。 

 その際につきましては、お問合せについての説明をさせていただきながら、対応して

いるところでございますが、そもそもといいますか、３月の時点で各町会長さんに集ま

っていただいた町会長会議というのを開催して、各委員であるとか、各町会に対する補

助金の説明等を行っているところです。 

 令和４年度につきましては、町会長会議を開催することが、コロナの感染症の関係で

できませんでした。なので、関連、必要な書類等を送らせていただいて、質問があれば、

またお問合せくださいというような対応をしておるところでございますが、おっしゃる

とおり、十分でないところもあるというふうに考えておりますので、町会に対しまして

は、丁寧な説明をしながら実施していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○村井委員 先ほどの行政の職員さんの数を増やさない、職員さんの個々のスキルアップ、

組織のスキルアップをせなあかんというところと、もう一つ、やっぱり地元住民さんと

の協働いうところで何とか乗り切っていかなあかんと思います。注意がやっぱり必要だ

と思うんです。 

 その中でやっぱり地元組織の中で、「私、どういう役割をもらってるのか分からへん

ねん」というようなことのないように、やっぱりちょっとその辺は、町会長会議なりと

いったところから、今一度改めてですけど、防犯委員は何々に関すること、民生委員さ
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んは何々に関することとか、そういうようなところの役割のことを明確にお伝えすると

いったところで、やっぱり自覚を持って活動してご協力いただける体制づくり、コロナ

禍の状況を踏まえた上で非常に大事だと思うので、今のタイミングでそういう動きを取

っていただけますように、これも要望としてお願いしておきます。 

 続きまして、その自治会に関するところなんですけど、今は組織の話をさせてもらっ

たんですけど、６１頁の防犯カメラについてなんですけど、説明にもありましたけど、

やっぱり町が管理されている防犯カメラと、自治会に設置管理をいただいている防犯カ

メラがあると。皆さんも記憶で言うたら、自治会町会に防犯カメラを設置していただい

てから、もうかれこれ何年ぐらいたちますかね。もう５、６年ぐらいたちますよね。 

 そうなってきたときに、これも１つ、機器の保守点検、実際に先ほど答弁にもありま

したけど、警察からの情報開示依頼がそんだけの件数あるときに、いや、うちとこの防

犯カメラ、壊れてますねんとか、そういうことがないのか、保守点検とか維持管理のと

ころのことを、太子町として今どれだけのことを把握されているのか、教えていただけ

ませんか。 

○ 中自治防災課長 町会の設置の防犯カメラの更新とか維持管理についてという形のご

質問だと思います。 

 現在、町会設置していただいている防犯カメラにつきましては、維持管理に関しまし

ては、防犯カメラの中の劣化が激しいと考えられる記憶媒体、ＳＤカードの交換のとき

に、町から２分の１ほどさせていただいていると。交換の際に一緒に防犯カメラ自体の

点検もされているということが多いとお聞きしています。 

 カメラ本体につきましては、新規の設置の補助金はあるんですけれども、修理や更新

に対する補助金は、今のところございません。 

 また、先ほど委員おっしゃっていました防犯カメラ町会設置につきましては、平成２

６年から設置が始まり、ですので、約８年ぐらい経過してきているということで、各町

会のカメラにつきましても、そろそろ更新の時期を今後迎えるのかなというふうに考え

ているところです。 

 今後も引き続いて、自治会等で防犯カメラにつきましては設置維持管理していただけ

るように、カメラ本体の今後の更新について、どのような支援ができるのかというとこ

ろについては、検討していきたいと考えております。 

○村井委員 先ほども町会長会議といったところ、そこでやっぱり町会自治会として設置
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していただいている有無を、設置していただいている自治会に対しては、正常に機能し

ていますかとか、更新の予定はございますかとか、予定には何が問題なっているのかと

かいうちょっと調査ぐらいはしておいたほうが、いざ実際ちょっと警察からの依頼で情

報を開示してください言うたときに、いや、うちとこ、もう壊れて映りまへんねんみた

いなことのないようにだけ、やっぱりしっかりと防犯カメラの防犯に直接つながるいう

たところのことを効果検証というか、もう世間の常識になってきていますので、その辺

が太子町が先導ではないですけど、皆さんとお話しした上で、何ができるかというのを

検討してもらえるよう、お願いしておきます。 

 すみません。ちょっと戻ります。５７頁のところなんですけど、ちょっと公用車管理

事業のところの、公用車って何台が今太子町の公用車で登録されているんですか。 

○奥埜会計管理者兼会計課長 この部分の公用車管理事業の予算の範囲内で管理しておる

公用車については２０台でございます。 

○村井委員 燃料費が１３５万４千９２９円。燃料費が２０台で１３５万円と。次、６３

頁のところに行けば、コミュニティバスですか、「のってこ号」の燃料代、バス代が１

台で１４１万円。燃料代というのは、１４１万円は「のってこ号」ということでよろし

いですか。 

○西本秘書政策課長 おっしゃるとおりです。１年間の燃料費でございます。 

○村井委員 これ、実際に燃料高騰、原油高高騰の影響というのが、次の来年度の予算編

成の中、もしくは、令和４年度の補正予算といったところの中で十分考えられる、可能

性がある話だと思うんです。２０台で１３０万円、１台で１４１万円、燃料が毎年かか

っている。ほかにも公用車があって、もっとそれ以上かかっているかと思うんですよね。 

 これは正直、燃料高騰部分は、これからやっぱり管理したいところの予算編成になっ

ていくのかというところのことを教えていただけませんか。 

○ 本総務財政課長 そうですね。公用車両の、そもそも台数等につきましては、運用状

況を見ていますと、比較的もう 低限の、必要 低限の台数で回っているような印象を

受けています。ですので、そもそも台数を見直すとか、近々にですね、といったような

ことは、今考えてはおりません。 

 あと、燃料費高騰の件なんですけれども、当然、予算上、予算がなくなったので車は

走りませんというふうにはなりませんので、高騰分を見込んだ次年度予算、もしくは、

今年度中にひょっとしたら補正予算といったようなケースも出てくるかもしれませんが、
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今のところ、ちょっと値下がるような情勢にはございませんので、ある程度の高騰を見

込んだ分の予算編成というところですね。 

 もう一つ言いますと、高騰対策、国の分になりますけれどおも、特別交付税で燃料高

騰に関する部分も、特に学校の灯油関係だったりとか、そういった部分は、一応財政手

当があるようなメニューもございますので、そういったところは十分に活用しながらと

いうところでございます。 

 以上です。 

○村井委員 そうやと思います。こらからやっぱり燃料高騰、原油高高騰による影響とい

うのが、燃料を含む、何というかな、化石燃料とかそういう燃料だけではなくて、食品

のところも、これから、もう９月１日から値上げがどんどんどんどん始まっていってい

る。電気もどうやこうやというニュースや情報だけがバンバン入ってきて、住民さん、

また、事業者さんの中で、原油高の中で苦しまれている、しんどくなるというのが予測

される業界もあると思うんです。 

 その中で、今、太子町としては、例えば、これコロナの影響を受けて、税収が下がっ

たから、うちとこ、原油高関係ありませんねん。これ原油高の高騰とコロナ、税収とい

うようなところは、全く別次元の話なんですよね。うん。コロナで税収が下がったから、

燃料が上がったからしんどいんです、これから予算を組めませんねん。だけど、それは

もう増やしていくんですよ。 

 だから、そこのところの、何が言いたいかというのは、あしたもちょっとこれに関連

して質問させてもらいますけど、コロナウイルスの感染の対策と原油高の対策は、別次

元の話だということ。コロナが感染したから原油高ということで影響ではないというと

ころ。原油は別次元の話やというところのことだけ、今の質問で分かってもらえればい

いかと思うので、その辺のところ、あした、次の委員会のときに、引き続き質問させて

いただきます。 

 後、すみません。１３３頁のところなんですけど、消防団のところの訓練ですね。

日頃訓練されているかと思うんですけど、その訓練の内容と、例えば、消防団単独でさ

れている訓練なのか、もしくは、その分署、常備消防と連携を取った訓練をされている

のか、もしくは、そういう計画があるのか教えていただけませんか。 

○ 中自治防災課長 消防団の定例訓練についてのご質問です。 

 定例訓練は、毎月２日、２５日、午後８時から約１時間程度、各分団ごとに集まって
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実施していただいております。 

 訓練の内容なんですけれども、各分団の共通の訓練としまして、ＭＣＡ無線の受信訓

練ということで、自治防災課からのＭＣＡ無線の発信に呼応していただくという形の訓

練と、あと、車両による巡回、夜間、ちょっと鐘を鳴らしながら回っていただいている

というような、そういう巡回については共通事項で、各分団がやっていただいていると

ころです。 

（訓練放送開始） 

○西田委員長 いましばらくちょっとお待ちください。この後、午後１時３３分に大阪府

に大津波警報が、午後１時３５分に太子町に大規模火災通報が発令される想定の下、順

次、携帯電話に訓練用のエリアメールが送られてきます。しばらくお待ちください。今、

３２分ですので、間もなく３３分に大津波警報が。 

（エリアメール受信） 

○西田委員長 恐れ入りますが、質疑に戻りたいと思いますので、鳴るようなので携帯電

話の電源をお切りいただくと助かります。 

 それでは、 中自治防災課長、続きをお願いします。 

○ 中自治防災課長 消防団の定例訓練等についてというご質問やったと思います。 

 今、毎月５日、２５日に訓練しておりますということと、ＭＣＡ無線、車両巡回訓練

は共通でやっているということをお話ししたところでございます。 

 それ以外にも、夜間ですが、池での放水訓練でありますとか、ポンプの車両の操作訓

練、可搬式ポンプの訓練、機器点検等、訓練を各分団ごとにやっているというところで

す。 

 もう一点、常備消防との連携というような形のご質問をいただいたと思うんですけれ

ども、住民の方の命と財産を守るという目的の下、常備消防と消防団は連携が必要だと

いうことで、今年に入りましてから、太子町の分署長が代わられたんですけれども、新

しい分署長と消防団の団長が意見交換を行いまして、火災の現場における消防の指揮活

動、指揮系統とか指揮活動を含め、消火戦術ですとか、効果的な放水方法等について、

分署と消防団の共通認識を持っていくことが非常に大事だということで、早速令和４年

８月２日に分署長のほうから本町消防団の本団及び各分団長に対して、今お話ししまし

た指揮活動等の講習会を実施したところです。 

 今後におきましても、更に強く連携して取組ができるように、消防太子分署と太子町



－４４－ 

の消防団、取組を進めていきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

○村井委員 もう質問ないんですけど、先ほどの職員研修と一緒で、やっぱり消防団、消

防団員個々の皆さんの消防技術の習得に対しても、やっぱり研修、講習、これ非常に重

要だと思います。また、この組織、消防団という組織、もしくは、常備消防の消防署、

分署との連携といったところの、やっぱりそれで地域の防災、安全にご尽力いただくと

いったところがやっぱり大前提になってくるかと思うので、引き続きそういうふうに分

署と協力した、連携を取った形でどんどん進めていただきますよう、お願いしておきま

す。 

○西田委員長 ほかにございませんか。 

○藤井委員 予算の質疑の際のときに、女性幹部職の登用ということで西田議員が求めた

質問があったんですけれども、「人事担当課といたしまして、この２月から働きやすい

職場づくりの説明会ということで、リモート版で動画を作らせていただきまして、それ

を全職員に見ていただきまして、できるだけ働きやすい職場にするにはどうすればいい

のかというのを全職員で共通認識を持っていただくようなことを基に準備しています」

との答えがありましたが、その動画で一定の効果があったとお考えでしょうか、お尋ね

します。 

○西本秘書政策課長 女性の働きやすい職場環境というところですけれども、本町、町の

総合計画でも男女共同参画というところをうたっておりまして、参考で今申し上げます

と、女性の登用状況などを申し上げます。正職員の中での女性の割合は４０.５％。そ

れから、管理職につきましては、２５.６％というところの中で、男女問わず多様な経

験を積む中で職責を果たしていくというところを念頭に、職員配置であったり、業務推

進を今進めているところです。 

 どこまでの効果があったかというところのご質問でございますが、ちょっとそこのと

ころについては、申し訳ございません、今私のほうで把握しておりません。申し訳ござ

いません。 

 ただ、今申し上げましたように、今の４０.５％、２５.６％という数字は、昨年度か

らの一定伸びを示しておる数字です。 

 女性の登用といいますか、男女問わず働きやすい職場づくりというのを進めながら、

人員配置に努めてまいりたいというふうに考えております。 

○藤井委員 どうもありがとうございます。 
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 次、また質問させていただきます。予算の審議で、「ふるさと納税の予算額が減って

いる、２００万円なのか」という質問に対して、「フジ医療器のマッサージチェアが返

礼品といった形でメニューに入っていたけれども、ふるさと納税制度の制度改正が令和

元年６月に大きく変わって、地場産品でないと基本的には返礼品として使用できない」

というところで、フジ医療器のマッサージチェアなどにつきまして、対象外というとこ

ろになってしまいました。ところが、見直ししたら、フジ医療器のマッサージチェアは、

返礼品として扱っても大丈夫となって、テレビでも報道されましたが、約８０万円、大

幅に増えたということです。これって、ふるさと納税の制度改正で一旦は駄目になった

けれども、制度改正によって適用しなかったけれども、この令和３年度にまた制度改正

があって、再度返礼品として扱っていいよとなったんでしょうか、お尋ねします。 

○西本秘書政策課長 ふるさと納税の返礼品に関するご質問です。 

 過去の経緯を見ていましたら、一旦は事業者のほうから「基準には該当しないので、

返礼品から外してください」というふうな申し出もあったように残っています。 

 ただ、今、委員もおっしゃいましたように、改めて返礼品につきまして、国の基準等

も踏まえながら確認しますと、返礼品の対象になると。具体的に申しますと、地域、地

域というのは太子町でございますが、太子町の中で、例えば作られている、製造されて

いる、例えば品質管理をされていても、管理工程がその地域の中で経ておれば、その地

域の返礼品ということで認められるというところで、今おっしゃった企業様の商品に関

しましては、太子町の中で一定の工程の品質管理を、地域の中で、太子町の中でしてい

るというところで、返礼品ということで、今、町としてもふるさと納税の返礼品として

の扱いをしております。 

 以上です。 

○藤井委員 どうもありがとうございました。 

○西田委員長 ほかにございませんか。 

○建石委員 ちょっと簡単に、常備消防の中で、去年救急要請が６１１件というデータが

出ているんですけれども、この中でコロナ禍の中で、例えば、住民さんからいろんなク

レームとか、ちょっと疑義があるなというふうなの声は届いてないですか。 

○ 中自治防災課長 常備消防の救急６１１件の件の内容でのクレームということですけ

れども、直接自治防災課のほうへのクレームはないんですが、委員おっしゃるとおり、

コロナ禍でありましたので、緊急搬送の方が発熱があって、すぐに指定医療機関に運べ
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ないので、例えば、消防本部の車庫のところで一旦停めよう言って、発熱した方の様子

を見ながら、かなり長い時間、病院に行けなかったというような話は聞いているところ

です。 

 直接、コロナだからどうこうというクレームは聞いてないところです。 

 以上です。 

○西田委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○西田委員長 ないようでございますので、政策総務部関係についての質疑を終わります。 

 ここで暫時休憩といたします。再開は２時５分です。よろしくお願いします。 

午後 １時４９分 休 憩 

                                        

午後 ２時０５分 再 開 

○西田委員長 それでは、再開いたします。 

 健康福祉部関係についての説明を求めます。 

 皆さん、立ち上がっていますでしょうか。よろしいですか。 

○子安健康福祉部長 それでは、健康福祉部福祉介護課、保険医療課、子育て支援課、い

きいき健康課に関連する歳出の中から、備考欄の事業別区分で決算額の大きいものを中

心にご説明を申し上げます。 

 それでは、まず、歳出でございます。決算書７６、７７頁をお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。出てないですか。 

○西田委員長 行けましたか。大丈夫ですか。では、よろしくお願いします。 

○子安健康福祉部長 始めさせていただきます。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、支出済額２億７千７８７万５千

７０８円。その右、繰越明許費の３千９１５万円は、住民税非課税世帯等に対する臨時

特別給付金事業に係る事業費の翌年度繰越額となっております。 

 備考欄の事業別区分で、主なものとしましては、社会福祉管理事業４千３８０万４千

７１５円は、避難行動要支援者に係る地図情報システムの保守及び更新に係る経費とし

て、１２節委託料で電算機器・プログラム保守委託料７１万５千円のほか、１８節負担

金補助及び交付金で、太子町社会福祉協議会への法人運営や地域福祉推進のための各種

事業に係る補助金３千７１０万２千７４円。また、地方自治法に基づく内部組織の共同
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設置として、南河内府民センター内で富田林市や河内長野市など６市町村で共同設置し

ております、広域福祉課に係る南河内広域行政共同処理事業負担金５４４万３千円など

でございます。 

 次に、民生委員等事業３９万２９２円は、本町の民生委員、児童委員、保護司会や更

生保護女性会の活動に係る経費でございます。なお、民生委員、児童委員の定数は地区

担当２９人、主任児童委員２名となっております。また、保護司は５名でございます。 

 次の頁をお願いいたします。 

 地域福祉援護事業の２１万６千円は、知的・精神の障がい者の方の財産管理や施設へ

の入退所などに伴う契約及び遺産等の法律行為を自ら行うことが困難な方を保護、支援

する成年後見制度に係る経費で、令和３年度は、施設入所者１人に対する助成として２

１万６千円を支出いたしております。 

 地域福祉コーディネーター配置事業３０７万９千５８５円は、会計年度任用職員とし

て配置いたしております地域福祉コーディネーター１名に係る経費で、地域における生

活困窮者や障がい者などの要援護者が、住み慣れた地域で孤立することなく、安心して

暮らすことができるよう社会福祉士を配置することで、課題の解決や適正な福祉サービ

スの導入につなげております。なお、実績といたしましては、既存の法的サービス等と

のつなぎや各種福祉サービスの利用申請支援など、合わせて５５件、また、個別の相談

支援では１６５人の相談を行っております。 

 次に、包括的支援体制構築事業７２０万円は、地域力強化推進事業で、住民相互のい

わゆる共助を目指し、前年度に実施した住民主体の支え合いマップの更新作業や新規作

成に向けた事前の聞き取りを実施すると共に、平時の見守りである安心太子見守りネッ

トワークの整備、更新を行い、在宅介護支援センターとの情報の共有化を進めておりま

す。 

 また、相談支援包括化推進員配置事業では、育児、介護、障がい、貧困など、世帯全

体の複合的、複雑化したニーズに対し、包括的に受け止めるため、専門員を配置し、課

題解決のため相談支援包括化推進会議を開催しているところでございます。なお、これ

らの事業につきましては、社会福祉協議会に委託いたしております。 

 次に、過誤納還付事務事業２２４万４千８０３円は、前年度の事業費確定に伴う国・

府支出金等の精算に伴う償還金でございます。 

 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業の１億１千９７９万９千７０２
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円は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、困難に直面した方々に対する

生活、暮らしの支援として、住民税非課税世帯や令和３年１月以降に新型コロナウイル

ス感染症の影響により家計に急変があった世帯を対象に、１世帯当たり１０万円を支給

するもので、給付金支給のための事務経費として、事務補助の会計年度任用職員に係る

報酬で、１節報酬の会計年度任用職員報酬３２万８千円に加え、対象者への確認書の送

付等に係る郵送料や給付金の口座振替手数料として、１２節役務費３１万３千７２０円

のほか、確認書の作成や対象者の抽出のための電算処理費用として、１２節委託料で電

算機器・プログラム変更委託料２７９万７千７２４円を支出いたしております。 

 また、１８節負担金補助及び交付金１億１千６３０万円は、令和３年度中に１千１６

３世帯に対して支給いたしました給付金でございます。 

 次に、２目障がい福祉費、支出済額４億４千４７６万７千１３１円。 

 このうち、主なものといたしましては、事業別区分の障がい福祉管理事業３１万２千

３０６円のうち、１２節委託料の障がい者緊急一時保護居室確保事業委託料の２６万５

千６円は、障がい者に対する虐待が発生した場合の一時避難場所として、南河内６市町

村で居室を確保するための費用でございます。なお、令和３年度の本町の利用実績はご

ざいませんでした。 

 一番下、心身障がい者（児）事業６１０万７千３５７円。 

 次の頁をお願いいたします。 

 一番上の７節報償費の心身障がい者等給付金５４７万３千５００円は、身体障がいや

精神障がい、療育で手帳をお持ちの在宅の方６３５人に対する給付金でございます。 

 また、１９節扶助費の身体障がい者手帳診断料助成金３３万７千９９０円は、身体障

がい者手帳の交付申請の際に必要となる診断書に係る費用を助成するもので、助成件数

は延べで５６件となってございます。 

 次に、障がい児通所支援給付事業１億１千９９万１千８９９円のうち、１９節扶助費

の障がい児通所等給付費１億１千８２万２千８１６円は、小学校就学前の児童の発達支

援事業と就学後の放課後等デイサービス事業の利用に対する給付事業で、年間延べ利用

人数は１千１５８人の利用実績となっております。 

 次に、障がい者自立支援給付等事業３億２千４８１万９千４９８円は、１１節役務費

で障がい者自立支援給付事業に係る審査支払手数料として、国保連合会審査支払手数料

２５万６千８７９円のほか、１２節委託料６８４万３千１９２円のうち、基幹相談支援
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センター委託料１９７万円及び障がい者相談支援事業委託料３２１万４千円は、障がい

者が自立し、安心して暮らせるよう、事業所に相談支援事業などを委託しており、１０

３人の利用実績となっております。 

 また、在宅入浴サービス事業委託料１１１万６千円は、お一人の方の利用実績となっ

ております。 

 次に、１３節使用料及び賃借料８０万３８０円は、重度障がい者リフト付きタクシー

利用料１６万６千７８０円のほか、給付費適正化システムの賃借料６３万３千６００円

となっております。 

 なお、重度障がい者リフト付きタクシー利用料については、１３人の方に対して、延

べ１４７回の利用実績となっております。 

 次に、１９節扶助費の障がい者（児）日常生活用具給付・貸与費３７７万２千４４０

円は、障がいのある方が在宅で生活するための必要な用具の購入等について助成する事

業で、７４件の利用実績となっております。 

 障がい者（児）補装具給付費３９０万２千６１０円は、障がいのある方がより円滑に

日常生活を送ることができるよう、補装具等の給付または貸与する事業で、３２件の実

績となっております。 

 介護給付・訓練等給付費３億３３万１千６８０円は、障がい者が自立して安心して暮

らせるよう、居宅介護、共同生活援助や生活介護等のサービスを提供する事業で、介護

給付で６６人、訓練等給付で５９人の方の利用実績となっております。 

 その下、移動支援給付費８１８万１千２００円は、屋外での移動が困難な障がいのあ

る方の外出のための支援を行う事業で、２６人の方の利用実績となっております。 

 日中一時支援給付費４４万７千５４３円は、日中における活動の場の確保及び親の就

労支援や家族の一時的な休息などを支援する事業で、３人の方の利用となっております。 

 次に、自立支援医療給付事業２５３万６千７１円。 

 次の頁をお願いいたします。 

 １９節扶助費の更生医療給付費１５９万８千５７２円は、身体障がい者で、その障が

いを除去、軽減する手術等の治療によって、確実に効果が期待できるものに対して提供

される更生のための医療の給付を行うもので、１４人の方に支給を行っております。 

 また、育成医療給付費の９３万１千３２３円は、障がい児に対して、更生医療と同様、

生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の給付を行うもので、７人の方に支給を
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いたしております。 

 続きまして、３目老人福祉費、支出済額５６０万５千５８３円。 

 事業別区分の介護保険施設整備事業１２５万円は、地域密着型介護老人福祉施設「ふ

くの音」の整備に係る借入金利子に対する助成で、平成２８年度から令和７年度までの

１０年間を助成期間といたしております。 

 在宅高齢者支援事業５２万９千１００円は、１２節委託料の緊急通報装置賃借委託料

で、独り暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯を対象として、緊急時に迅速な対応を図る

ために緊急通報装置を設置するもので、４５人の方が利用されております。 

 高齢者介護予防拠点づくり３２万５千２１８円は、葉室地区に隣接しておりますグラ

ウンドゴルフを多目的交流広場、太子町いきいき交流広場の維持管理経費で、主にグラ

ウンド整備のための原材料費や施設の電気料、水道料などとなっております。 

 次に、老人ホーム入所事業２３４万８千２４０円は、６５歳以上の高齢者で、心身の

状況や置かれている環境、また、経済的理由などを総合的に勘案して、在宅で日常生活

を営むことが困難な人に対する養護老人ホーム入所措置費で、対象者はお一人となって

おります。 

 次に、敬老祝事業４５万２６０円は、金婚式記念品代及び敬老祝金で、金婚式の対象

者は１５組、敬老祝金は１００歳の方が対象で６名となっております。 

 次、老人クラブ活動等社会活動促進事業３２万７千円は、老人クラブ和光会の活動に

対する補助金でございます。 

 その下、社会福祉法人等による利用者負担額助成事業１１万２千円は、低所得で生計

が困難であると認定した要介護者に対して、社会福祉法人等が、サービス利用に伴う利

用者負担の一部を軽減した場合に社会福祉法人等に対し助成するもので、３施設に対す

る助成金で、対象者は５人となっております。 

 外出支援事業（地域支え合い型移動サービス支援）２６万３千７６５円は、高齢者の

生活支援として、地域支え合い型の移動サービスを実施する団体に対して、町の公用車

を貸し出すことで支援を行うものでございます。 

 次の頁をお願いいたします。 

 主に貸出し用の公用車２台に係る燃料費１２万７千３４３円のほか、修繕費や保険料

となっております。 

 続きまして、４目老人医療助成費、支出済額１９万６千５１５円。 
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 これは、平成３０年度の福祉医療費助成制度の再構築により、制度が終了した老人医

療費助成事業の経過措置は、令和３年３月末で終了いたしておりますが、令和３年３月

診療分など、令和３年度中に請求のあった医療費の自己負担に対する助成でございます。 

 次に、５目重度障がい者医療助成費、支出済額２千８０７万８千９８２円。 

 これは１級または２級の身体障害者手帳をお持ちの方など、重度の障がいのある方々

の医療費の自己負担に対して助成するもので、年間の平均で２２０人の対象者の方に対

する助成などとなってございます。 

 次に、６目ひとり親家庭医療助成費、支出済額９８９万３千８１９円。 

 これは、ひとり親家庭で、１８歳に到達した年の年度末までの児童と親、または、養

育者の方に対する医療費の自己負担に対して助成するので、親と子、合わせて年間平均

で３０９人の対象者に対する助成費などでございます。 

 ７目子ども医療助成費、支出済額３千９２０万３０円。 

 これは、対象者を１８歳に達した日以降の 初の３月末日を経過するまでのものとし

て、いわゆる高校卒業までの年代の子どもの入院及び通院に係る医療費の自己負担に対

して助成するもので、令和４年３月３１日現在の対象者は、就学前の乳幼児が５３５人、

小学生が５５７人、中学生が３１９人、高校生が３８２人の計１千７９３人で、これら

の対象者に対する助成費などでございます。 

 次の頁をお願いします。 

 ８目未熟児養育医療給付費、支出済額２万２千１６４円。 

 これは、出生時の体重が２千グラム以下であるなどの未熟児を対象として、正常な新

生児の機能を有するまでの指定養育医療機関への入院治療費に対して給付を行うもので、

令和３年度については、給付実績がなく、令和２年度の国庫負担金の確定に伴う償還金

のみの支出となっております。 

 次に、９目国民年金総務費、支出済額１千６１５万５千５４７円のうち、事業別区分

の国民年金事業７万９千７６０円は、年金に係る事務のうち、法定受託事務等の市町村

が行う年金事務に要した郵便料などの経費となっております。 

 次に、１０目国民健康保険費、支出済額１億３千６０６万６千５９９円。 

 次の頁をお願いします。 

 事業別区分の国民健康保険特別会計繰出金事業１億４９５万８千４１９円は、国民健

康保険特別会計への繰出金で、保険基盤安定繰出金のほか、その他一般会計繰出金とし
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て、集団健診の際の国保被保険者のがん検診に係る経費や町独自減免に対する繰出金に

加え、福祉医療費助成事業に係る国庫負担金減額相当分の繰出金となってございます。 

 次に、１１目介護保険費、支出済額２億２千６８７万４千５９４円。 

 事業別区分の介護保険特別会計繰出金事業１億８千５８８万２千１２６円は、介護保

険特別会計への繰出金で、介護給付費、地域支援事業、事務費や認定審査会の共同設置

に対する繰出金となっております。 

 また、低所得者保険料軽減繰出金は、１号被保険者の保険料のうち、第１段階の方の

負担が国の制度で軽減されることに伴い、繰り出すものでございます。 

 サービス事業６４６万１千７７０円は、地域包括支援センターが事業所として実施す

る介護サービス事業で、主に会計年度任用職員のケアマネジャーの報酬や、要支援１、

２の認定を受けた方などのケアプランの作成に係る介護予防支援負担金となっておりま

す。 

 なお、要支援の方を対象とする介護予防プラン作成件数は６５１件で、総合事業対象

者に対する介護予防ケアマネジメントの作成件数が３２２件となっております。 

 次の頁をお願いします。 

 １２目総合福祉センター管理費、支出済額１千９２６万８千２５０円。 

 事業別区分の総合福祉センター維持管理事業１千８２７万１千１００円のうち、主な

ものといたしましては、１２節委託料の指定管理委託料１千６４０万円で、総合福祉セ

ンターの維持管理等を太子町社会福祉協議会に指定管理として委託を行っております。 

 業務内容といたしましては、センターの管理や浴場の運営などの施設や設備の維持管

理に関することや、利用者の生活等の相談支援などとなっております。 

 総合福祉センターの年間利用者は延べ４千９４５人、１日平均５０.９人の利用とな

っております。また、浴場は、月・火・木・金の週４日で、年間の利用者は延べ１千６

９２人、１日平均１４人となっております。 

 次に、１３目後期高齢者医療費、支出済額１億７千９８４万６千１８０円。 

 これは、本町を含めた大阪府内市町村が構成団体となる大阪府後期高齢者医療広域連

合が保険者として行う後期高齢者医療保険制度に係る経費となっており、１８節の負担

金補助及び交付金の１億４千１０４万４千１６６円は、後期高齢者医療制度の医療給付

費等に係る定率負担金や、広域連合への事務費負担金となっております。 

 また、２７節の繰出金３千８８０万２千１４円は、本町の後期高齢者医療特別会計へ
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繰り出すもので、事務費や保険基盤安定制度に係る保険料軽減分の繰出金となってござ

います。 

 次に、２項児童福祉費、１目児童措置費、支出済額１億８千１７９万５千１５４円は、

児童手当給付事業として児童手当の給付に係る経費で、対象は中学校卒業までの児童を

養育している養育者に対して支給されるものとなってございます。支給対象者の実績は、

延べ人数といたしまして、１万６千７４８人、月平均で１千３９５人となっております。 

 ２目児童運営費、支出済額３億３千３５７万１千６円は、保育所運営事業として保育

所に係る経費となっており、１２節委託料の保険料徴収委託料の３６万円は、やわらぎ、

松の木の両保育園に対する保育料徴収に係る委託料、また、１８節負担金補助及び交付

金の３億３千３０７万７千２６５円は、やわらぎ、松の木、両保育園への保育所入所委

託料のほか、各園への各種補助金などとなっております。 

 なお、令和３年度の児童数は、やわらぎ保育園が９１人、松の木保育園が１２１人、

やわらぎ幼稚園が６２人、広域入所児童は３人で、合計２８８人となっております。 

 次の頁をお願いします。 

 ３目放課後児童会費、支出済額３千４６８万８千９３９円。 

 事業別区分の放課後児童会運営事業３千４４４万７千８５円は、放課後児童会の運営

に係る経費で、主に会計年度任用職員として雇用しております支援員及び補助員、計１

７人の報酬や職員手当、共済費のほか、施設の維持管理経費となってございます。令和

３年度のクラス編成でございますが、磯長教室は３クラスで児童数が１０９人、山田教

室は１クラスで児童数が４９人となっております。 

 なお、令和３年度は、山田教室において、年度当初に３人の待機児童が発生いたしま

したが、６月に支援員の確保ができたため、希望者全員が入会できております。 

 次に、新型コロナウイルス感染症対策事業２４万１千８５４円は、山田教室において

児童の密対策として実施した２階教室の活用のために必要な空気清浄機やテーブル、自

動手指消毒器等の備品及び消耗品の購入に要した経費でございます。 

 ４目児童福祉費、支出済額２億６千６０４万７千１９２円。 

 事業別区分の子ども子育て支援事業３千７１５万５千２７０円は、子ども・子育て会

議の開催に係る委員報酬などの費用のほか、次の頁をお願いいたします。就学前の子ど

もとその親を対象とした「おひさまひろば」や、１歳６か月児フォロー教室などの実施

に伴う保育士などの専門職の配置に要する経費となっております。 



－５４－ 

 また、１２節委託料のうち、子育て支援センター事業委託料の８３９万８千円は、や

わらぎ幼稚園に同センターの運営を委託している経費。子育て関連支援事業委託料の４

１５万７千円は、子どもの貧困対策として、対象となる子どもの世帯への生活支援事業

で、１３世帯に対して支援を実施いたしております。 

 １８節負担金補助及び交付金の多子世帯保育料等助成金７４２万５千２９０円は、国

の多子世帯保育料負担軽減制度を拡充する町の単独施策として、第２子半額、第３子無

料の多子世帯保育料等助成金で、対象児童は５２人でございます。 

 また、副食費補助金９１３万５千１４４円は、幼児教育保育の無償化において、町独

自の副食費に対する助成で、助成対象児童は延べ２千１７６人となっております。 

 児童虐待防止事業２９３万８千４９２円の１節報酬１９２万３５４円は、児童虐待防

止対策事業に係る社会福祉士等の会計年度任用職員の報酬でございます。 

 また、７節の報償費２０万４千７５０円は、児童虐待スーパーバイザーに対する報償

費で、年間延べ１１日の活動にかかる経費となっております。 

 発達障がい児等療育事業４０７万９千１９０円でございますが、１２節委託料のうち、

障がい児療育等支援事業委託料４８万５千９５２円は、発達に関して遅れのある児童を

対象とした５人程度の小クラスの教室で、太子町、河南町、千早赤阪村の３町村で共同

実施しており、太子町からは５組の利用がございました。 

 また、１８節負担金補助及び交付金の、次の頁をお願いいたします、一番上です。 

 心身障がい児通園施設補助金３３６万４千９００円は、知的障がい児等の通園施設で

ある社会福祉法人しょうとく園に対する運営補助金で、通園児童数が６人でございます。 

 その下、保育所等巡回支援・児童個別支援事業１千１３９万５千８７６円は、町内の

保育所、幼稚園、小中学校を臨床心理士等が巡回し、教員等に児童への関わり方などに

ついて助言を行う事業で、専門職である保育士１人、臨床心理士２人、作業療法士１人、

言語聴覚士１人の報酬などとなってございます。 

 その下、過誤納還付事務事業７１０万６千６２３円は、前年度の事業費確定に伴う

国・府支出金の精算に伴う償還金でございます。 

 その下、子ども子育て支援事業６万１２５円は、幼児教育の無償化における町独自の

障がい児通所施設の副食費補助金で、対象者は２人でございます。 

 次に、子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（ひとり親世帯分）２１万３千４２８

円は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、低所得の子育て世帯に対
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し、生活支援の観点から、児童１人当たり５万円を支給する子育て世帯生活支援特別給

付金のうち、児童扶養手当受給世帯等のひとり親世帯に対する支給に要する経費で、職

員の時間外勤務手当１８万４千７４５円や事務用消耗品の購入費のほか、制度案内や支

給決定通知等の郵便料となっております。 

 なお、ひとり親世帯分の給付事業につきましては、制度案内や辞退届の送付、受付等

の事務につきましては本町で行いますが、給付金の支給については、大阪府が実施主体

となり、対象世帯に給付金を支給いたしております。 

 次に、子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）９７９万６千８２０円は、ひ

とり親世帯分と同様に、低所得の子育て世帯に対して、児童１人当たり５万円を支給す

るもので、ひとり親世帯以外の住民税均等割非課税の児童手当受給者等に対して支給す

るための事務経費として、３節職員手当等の時間外勤務手当２３万１千１０円のほか、

役務費１万４千７８円は、制度案内や支給決定通知等の郵送料、給付金の口座振替手数

料となっております。 

 更に、１２節委託料の子育て世帯生活支援特別給付金電算処理業務委託料１９８万円

は、支給対象者の抽出等のための電算処理のための費用でございます。 

 また、１８節負担金補助及び交付金の、次の頁をお願いいたします。一番上です。子

育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）７５５万円は、その他世帯分として支給

した７３世帯、児童１５１人分の給付金となっております。 

 次に、子育て世帯への臨時特別給付金事業１億９千３１９万９千５０円は、昨年１２

月、令和３年１２月に、１８歳以下の子どもを養育する子育て世帯に対し、一定の所得

制限を設けた上で、子ども１人当たり１０万円を支給する子育て世帯への臨時特別給付

金事業に要した経費となっており、職員の時間外勤務手当や電算処理業務委託料などの

事務経費のほか、１８節負担金補助及び交付金１億９千６０万円は、支給対象世帯１千

４５世帯、児童１千９０６人分の給付金となっております。 

 続いて、４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、支出済額８千２万８千

３９０円。 

 事業別区分の保健衛生管理事業２千５６０万７千１９４円は、保健センターの事務関

連経費や小児救急医療事業等の広域で行っている事業に係る負担金などの経費でござい

ます。 

 １節報酬４７０万９千４円は、保健センターが実施しております事業全体に係る看護
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師や管理栄養士及び事務補助等の会計年度任用職員の報酬でございます。 

 次の頁をお願いします。 

 １８節負担金補助及び交付金１千８９５万５千７０４円のうち、小児救急医療事業負

担金１千４５４万２３２円は、南河内南部の３市２町１村が共同実施しています小児救

急医療事業の運営負担金で、診療実績は、令和３年度の受診者は、全体で延べ４千５３

１人、このうち太子町の方は１３６人でございます。 

 その下、南河内圏域障がい児（者）歯科診療事業負担金３２万１千９０４円は、南河

内の５市２町１村で共同運営しており、令和３年度の診療日数は４８日で、受診者数は

初診で１３人、再診は６４８人でした。このうち、太子町の方は、再診で１５人となっ

ております。 

 次に、一番下の富田林休日診療所運営負担金２９１万８千２９円は、本町及び富田林

市、河南町、千早赤阪村で共同実施している休日診療所の負担金でございます。 

 なお、診療実績は、令和３年度の診療日数７２日、受診者は全体で１千９０人で、こ

のうち太子町の方は６８人となっております。 

 そのほか、各種団体への負担金補助金等の支出でございます。 

 次に、市町村健康対策推進事業１７万６千５５３円は、健康づくり推進会議や自殺予

防対策関係の経費でございます。 

 １節報酬の８万４千円は、健康づくり推進会議委員に対するものでございます。 

 ７節報償費の７万５千円は、自殺予防に係る年５回のこころほぐしの会への臨床心理

士によるこころの悩み相談に対する謝礼となっております。 

 次に、保健センター維持管理事業２７３万３千１０１円は、ガス代や電話料のほか、

清掃や設備保守等の保健センターの維持管理に係る経費でございます。 

 頁の一番下の健康増進計画・食育基本計画策定事業３４９万９千６３円は、第４次健

康太子２１策定に要した経費となっており、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、

令和２年度から令和３年度に繰り越した事業で、計画策定に際して開催した健康づくり

推進会議の委員に係る報酬や旅費のほか、次の頁をお願いします、１２節委託料は、業

者に委託いたしました第４次健康太子２１に係る計画策定業務委託料３３９万４千６０

０円でございます。 

 次に、２目健康管理費、支出済額２億１千４８１万３千２８５円。 

 事業別区分の予防事業２千９６２万５千２６４円は、各種定期予防接種に係る経費で
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ございます。 

 １２節委託料２千８３８万２千８２９円は、予防接種法に基づく乳幼児等予防接種や

肺炎球菌予防接種のほか、６５歳以上の高齢者に対するインフルエンザの予防接種に係

る委託料で、２千３９５人に対する費用となってございます。 

 また、１８節負担金補助及び交付金９１万４千６７４円は、任意の予防接種に対する

助成費用で、対象者は、おたふくかぜワクチン接種者で１００人、高齢者の肺炎球菌ワ

クチン接種者で１２人、風しん予防接種者で７人でございます。 

 ２２節償還金利子及び割引料の償還金１５万６千円は、前年度の事業費確定に伴う大

阪府への返還金となっております。 

 その下、健康教育事業２９万４千５４２円は、「血糖へらそう会」等に係る経費とな

ってございます。 

 その下、健康相談事業１３万４千９６８円は、健診の結果説明会等に係る経費や、毎

年年度当初に各ご家庭に配布する保健センターの事業案内等に係る印刷代等となってお

ります。 

 健康診査事業１千８０１万５千７２４円は、各種がん検診や４０歳以上の方を対象と

いたします特定健診時の追加項目の健診などに係る経費となっております。 

 次の頁をお願いいたします。 

 １２節委託料１千７５０万４千８６３円は、各種がん検診等の費用で、受診者数はそ

れぞれ子宮頸がん検診５３０人、乳がん検診３７９人、胃がん検診４０５人、大腸がん

検診４６７人、肺がん検診３２９人、また、特定健診の追加項目の検診７０１人、骨密

度測定２３６人、成人歯科検診４４人となっております。 

 集団健診事業３１２万９千８００円は、毎年８月下旬に行っております「とくとく健

診」、集団健診に係る経費でございます。令和３年度はコロナ禍における開催となりま

したが、開催日数は例年と同じく６日間で、受診者数は６７８人でございます。 

 母子保健事業９９４万１千９８７円は、妊婦から出産後３歳６か月児までの妊婦健診

及び乳幼児健診等に係る経費でございます。 

 ７節報償費の１７８万５千８８０円は、赤ちゃん会、乳幼児健診、乳幼児訪問など、

母子保健に係る医師、歯科医師等の報償費でございます。 

 また、１２節委託料の７３０万７千８０８円のうち、妊婦健康診査等委託料５８６万

５千２９２円及び１８節負担金補助及び交付金の健康診査費助成金１７万７千２４０円
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は、妊婦の定期健診に係る費用で、１人当たり公費負担限度額１４回分の１１万６千８

４０円を上限額とし、受診者６３人、受診延べ回数は７４３回となっております。 

 次に、委託料に戻っていただきまして、乳幼児健康診査等委託料６７万７千６８８円

は、生後１か月から３歳６か月までの乳幼児の健診に係る経費でございます。 

 妊婦歯科検診委託料の１０万８千１０８円は、母子健康手帳の交付を受けた妊婦が出

産するまでの間に歯科健診を受けていただくための経費で、受診実績は１４人となって

ございます。 

 １８節負担金補助及び交付金６６万６千５７０円のうち、特定不妊治療費助成金４８

万９千３３０円は、不妊に悩む方への特定不妊治療費に対する助成で、１回５万円を上

限として、受診者７人、助成延べ件数は１０件となっております。 

 次に、健康マイレージ事業１０８万３千５９７円は、次の頁をお願いいたします。本

町が実施しております健康マイレージ事業「たいしくんスマイル」に係る賞品代や啓発

用チラシ、スタンプカード等の作成に要した経費でございます。 

 なお、令和３年の「たいしくんスマイル」の応募総数は７９０人となっております。 

 一方、協賛企業は２６社、ポイントの寄付対象団体は３０団体となっております。 

 次に、妊娠出産包括支援事業２０５万１６１円は、妊娠期から１歳半までの子育て期

にわたる母子保健に関する総合的な相談支援を行うための経費で、７節報償費の４７万

３千４５円は、５９人の方への出産祝い品に要した経費となってございます。 

 また、１２節委託料９３万２千１３６円は、妊産婦のケアのため助産師を派遣する費

用や、育児サポート等のためのデイサービスやショートステイに係る費用となっており

ます。 

 次に、後期高齢者事業１３６万７千２６１円は、令和３年度からの新たな取組で、７

５歳以上の高齢者に対する介護予防と保健事業の一体的取組に要する経費となっており

ます。 

 １節報酬８２万９千８０円のほか、３節職員手当等９万６０６円、４節共済費１５万

１千４１円、旅費２万９千４００円は、事業に必要な看護師の雇用に要する会計年度任

用職員報酬などとなっております。 

 また、需用費の１８万５千４７６円は、事業に必要な消耗品などの購入に。１７節備

品購入費４万８千７３０円は、体組成計などの備品購入に要した経費となっております。 

 次に、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業１億４千４１２万２８９円は、
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令和３年度に要した新型コロナウイルスワクチンの接種に要した経費となっており、１

節報酬１千１２１万７千５５３円は、コールセンターのオペレーターや事務補助として

雇用いたしております会計年度任用職員に対する報酬となっております。 

 ３節職員手当等８６９万８１４円は、４市町村で共同設置した富田林市内の集団接種

会場や万葉ホールでの集団接種会場の運営に当たった職員に対する時間外勤務手当や管

理職員特別勤務手当のほか、会計年度任用職員に対する期末手当となっております。 

 次の頁をお願いします。 

 １２節委託料９千８３７万９千３４８円は、住民の予防接種履歴等を管理しておりま

す本町の健康管理システムに係る３回目追加接種や対象者への小児の追加のほか、予防

接種履歴の情報連携のための電算機器・プログラム変更委託料２１１万７千５００円、

集団接種の際の役場駐車場整理業務委託料２５８万９千５７６円や、他市町村でワクチ

ン接種を受けた際の国保連合会を通じた接種費用の支払いに係る事務委託料１２７万１

千７００円、４市町村で共同設置した高齢者を対象とした富田林市内の集団接種会場へ

の送迎に要する経費として、送迎バス運行業務委託料３９１万５００円などとなってお

ります。 

 また、本町住民が新型コロナワクチンの接種を受けた場合の医療機関等に支払う予防

接種委託料につきましては、８千５０８万８千３２２円となっております。 

 なお、令和３年度中の本町の住民のワクチン接種者数については、令和４年３月末時

点で、１・２回目接種完了者数は１万４１９人、３回目接種完了者は５千５８３人とな

っております。 

 次に、１３節使用料及び賃借料１５４万３千７４０円は、本町が実施する集団接種等

の予約システムに係る経費として、ソフトウエア使用料１３２万円と、会場設営用資材

のリース料として、イベント資材賃借料２２万３千７４０円となっております。 

 また、１８節負担金補助及び交付金１千６８７万９千３８円のうち、集団接種等負担

金１千６２６万６千５２８円は、高齢者の１・２回目接種のために、４市町村で共同設

置した富田林市内の集団接種会場の運営に係る経費のうち、本町負担分となっておりま

す。 

 次に、新型コロナウイルス感染症対策事業５０４万９千６９２円は、新型コロナウイ

ルス感染対策に要した経費で、１０節需用費の消耗品費１２４万１千６７円は、新型コ

ロナウイルスに感染した方などに自宅療養等応援パックをお届けするため、自宅療養に
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必要な食料や日用品を購入するための経費となっております。 

 １７節備品購入費の感染予防対策用備品購入費３８０万８千６２５円は、高齢者交流

サロンやぐんぐん体操等を行っている町会集会所等の、いわゆる通いの場に対する支援

として、空気清浄機やアクリル板などの購入に要した経費でございます。 

 恐れ入ります、少し頁を飛んでいただきまして、１５８、１５９頁です。 

 ９款教育費、５項幼稚園費、１目幼稚園費。 

 事業別区分の預かり保育事業（子育て支援課）の１８節負担金補助及び交付金の子育

てのための施設等利用給付費３６万３千１００円は、幼児教育・保育の無償化に伴い、

町立幼稚園の預かり保育を利用された場合の自己負担分に対する給付で、園児延べ１２

９名分でございます。 

 次に、私立幼稚園等助成事業４千８７６万９千６２７円は、町内私立幼稚園及び町内

在住者に対する幼稚園教育の振興と幼児教育における保護者負担の軽減を図るための事

業に伴う経費で、１８節負担金補助及び交付金の施設型給付負担金４千２２９万１５７

円は、園運営の健全化を図るための助成で、園児６０人分、また、一時預かり事業（幼

稚園型）負担金の４３４万４千円は、やわらぎ幼稚園に対する助成で、対象を児童１日

平均で３６人分、子育てのための施設等利用給付費の２１０万４千２７０円は、子ども

子育て新制度に移行していない私立幼稚園を利用された保護者に対する給付で、園児１

２名分でございます。 

 歳出の説明につきましては、以上です。 

 続きまして、歳入でございます。 

 恐れ入ります、２４頁、２５頁をお願いいたします。 

 １３款分担金及び負担金、１項負担金、１目民生費負担金、収入済額２千４１８万６

千６９０円。 

 １節社会福祉費負担金及び２節老人福祉費負担金については、令和３年度の収入はご

ざいませんでした。 

 ３節児童福祉負担金、収入済額２千４１８万６千６９０円は、保育所入所に伴う利用

者負担金で、延べ９３８人分の保育料収入でございます。 

 なお、滞納繰越分２万６千６００円は、２人分に係る滞納分となってございます。 

 次に、１４款使用料及び手数料、１項使用料、次の頁をお願いします。２目民生使用

料、収入済額９６６万７６０円。 
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 １節放課後児童会使用料の収入済額９２７万８千２２０円は、磯長、山田、両教室の

児童１４７人分の使用料収入でございます。 

 ２節福祉センター使用料、収入済額３８万２千５４０円は、つばき作業所及び総合福

祉センター敷地内にある関電電柱１本分に係る行政財産使用料でございます。 

 ３節多目的交流広場使用料については、令和３年度の収入はございませんでした。 

 次に、２項手数料、次の頁をお願いいたします。２目民生手数料、収入済額４７０万

６千３５３円。 

 １節介護予防支援手数料、収入済額４５７万６千３５３円は、介護予防プラン及び介

護予防ケアマネジメントの作成に伴う手数料でございます。 

 ２節事業所指定等手数料、収入済額１３万円は、通所介護事業所の指定に係る５件分

の手数料でございます。 

 次に、１５款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金、収入済額４億８

千７２４万１千１５７円。 

 １節社会福祉費負担金、収入済額２億１千２４４万３千１１６円は、主に更生医療、

育成医療及び未熟児養育医療給付費のほか、国保特会への繰出金に対する保険基盤安定

負担金、介護給付・訓練等給付費や障がい児通所事業給付負担金などで、負担割合はい

ずれも事業費の２分の１となっております。 

 ２節児童福祉費負担金、収入済額２億７千４７９万８千４１円は、保育所入所委託費

負担金１億４千９７５万８千７０８円及び児童手当負担金１億２千５０３万９千３３３

円で、負担割合は、保育所委託費負担金で２分の１、児童手当負担金は、児童手当総額

の約７０％が国庫負担分となっております。 

 ２目教育費国庫負担金、次の頁をお願いいたします。１節教育振興費負担金、収入済

額１千７１５万６千８７１円は、認定こども園の運営費及び未移行園等利用給付費に対

する国庫負担金となってございます。 

 ３目衛生費国庫負担金、１節保健衛生費負担金、収入済額１億２７２万９千９０２円

は、新型コロナウイルスのワクチン接種に要する経費のうち、医療機関等に支払う予防

接種委託料などに対する国庫負担金でございます。 

 ２項国庫補助金、２目民生費国庫補助金、収入済額３億６千４６０万３千９６３円。 

 １節社会福祉費補助金、収入済額１億３千５１６万６千７０２円は、障がい者の自立

支援に対する地域生活支援事業費等補助金６３６万７千円や、地域力強化推進事業と相
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談機関協働支援体制利用に対する、生活困窮者就労準備支援事業費等補助金の９００万

円のほか、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業の給付金に対するものとし

て、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費補助金１億１千６３０万円

と、事務費に対するものとして、事務費補助金３４９万９千７０２円となっております。 

 なお、収入未済額１千３９４万５千２９８円は、事業費の一部を令和４年度に繰越し

た住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業に係る未収入特定財源でございます。 

 次に、２節児童福祉費補助金、収入済額２億２千９４３万７千２６１円のうち、児童

虐待・ＤＶ対策等総合支援事業補助金３４０万６千円は、児童虐待防止事業に対する補

助金で、補助率は２分の１。 

 地域子ども・子育て支援事業交付金１千９０４万２千円は、放課後児童会事業等に対

する補助金となっております。 

 保育対策総合支援事業費補助金１２５万円は、松の木保育園への保育体制強化事業に

対するもので補助率は２分の１と、やわらぎ保育園、松の木保育園に対する保育環境改

善事業として、コロナ対策備品購入補助となってございます。 

 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金４１万１千円及び子育て世帯への臨

時特別給付金給付事業費補助金１億９千６０万円は、歳出にて説明いたしました１８歳

以下の子どもを養育する子育て世帯に対し、一定の所得制限を設けた上で、子ども１人

当たり１０万円を支給する子育て世帯への臨時特別給付金給付事業の事務費及び給付金

に対する補助金でございます。 

 また、子育て世帯への生活支援特別給付金給付事業費補助金（その他世帯分）１千６

０万円及び子育て世帯への生活支援特別給付金給付事務費補助金（その他世帯分）２５

０万１千円は、その他世代分として、ひとり親以外の低所得の子育て世帯に対する給付

金で、１８歳以下の子ども１人当たり５万円を支給する子育て世帯への生活支援特別給

付金事業に対する、それぞれ事務費と給付金に対する補助金でございます。 

 保育士等処遇改善臨時特例交付金１６１万２６１円は、令和４年２月から実施された

保育士等の収入を３％程度引き上げる処遇改善に対する補助金でございます。 

 ３目衛生費国庫補助金、１節保健衛生費補助金、収入済額６千８３万４千円。 

 このうち、疾病予防対策事業費等補助金２９３万７千円は、各種がん検診の受診勧奨

費用及び第５期風しん予防接種にかかる抗体検査等の費用に対する補助金でございます。 

 その下、妊娠出産包括支援事業補助金７５万１千円は、母子保健情報連携システムの
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改修に係る補助金のほか、妊産婦のケアやサポートのための訪問相談、デイサービスや

ショートステイ等の費用に対する補助金でございます。 

 次の頁をお願いします。 

 一番上の新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金５千７１４万６千円は、

新型コロナウイルスワクチン接種の予約や各種お問合せに対応するためのコールセンタ

ーの設置や、接種券作成のほか、集団接種会場の運営に要する経費など、医療機関等に

支払うワクチン接種費用以外の経費に対する補助金となってございます。 

 次に、３項国庫委託金、２目民生費国庫委託金、収入済額、３５３万１千３８３円の

うち、１節社会福祉費委託金、収入済額３４５万５千９１６円は、国民年金事務に対す

る委託金でございます。 

 ２節児童福祉費委託金、収入済額７万５千４６７円は、特別児童扶養手当の支給事務

に対する委託金でございます。 

 １６款府支出金、１項府負担金、１目民生費府負担金、収入済額２億７千６５８万８

千４５２円のうち、１節社会福祉費負担金、収入済額１億８千４８５万３千３３０円は、

主に国民健康保険及び後期高齢者医療の保険基盤安定制度に係る保険料軽減分と保険者

支援分に対するもので、負担割合は保険料軽減分の４分の３、保険者支援分の４分の１

が、それぞれ府の負担分となっております。 

 そのほか、更生医療、育成医療のほか、介護給付・訓練等給付費、次の頁をお願いし

ます。一番上の障がい児通所事業給付費などに対するもので、負担割合はいずれも事業

費の４分の１でございます。 

 ２節児童福祉費負担金、収入済額９千１７３万５千１２２円のうち、保育所入所委託

費負担金６千３４１万６２３円は、保育所の運営費に対するもので、負担割合は４分の

１。また、児童手当負担金２千８３２万４千４９９円は、児童手当費総額の１５％が府

負担分となっております。 

 ２目教育費負担金、１節教育振興費負担金、収入済額１千４１１万８千４４６円は、

認定こども園の運営費及び未移行園等利用給付費に対する府負担金でございます。 

 次に、２項府補助金、２目民生費府補助金、収入済額９千９４６万５６５円のうち、

１節社会福祉費補助金、収入済額２千９４万５千２４４円の主なものといたしましては、

備考欄の下から４つ目にございます地域生活支援事業費等補助金３１８万３千円は、障

がい者の自立支援事業に対する補助金。また、その２つ下の地域福祉・高齢者福祉交付
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金１千５１３万円は、社会福祉一般事業、地域福祉コーディネーター配置事業などが補

助対象事業となっております。 

 また、その下の移譲事務交付金２２８万８千８５８円は、主に身体障がい者手帳の交

付等に伴う権限移譲に係る事務交付金でございます。 

 ２節福祉医療費補助金、収入済額２千２３８万９３５円は、老人医療及び重度障がい

者医療、ひとり親家庭医療のほか、子ども医療のうち就学前の乳幼児の公費負担事業費

に対するもので、補助率はそれぞれの医療助成費事業に対して２分の１となってござい

ます。 

 ３節児童福祉費補助金、収入済額５千６１３万４千３８６円のうち、地域子ども・子

育て支援事業交付金の１千５４０万８千円は、延長保育事業、放課後児童健全育成事業

等に対するもので、補助率は３分の１、また、新子育て支援交付金の４千７万４千３８

６円は、太子町子ども子育て支援事業計画に基づく子育て事業及び少子化対策事業等に

対するもののほか、優先配分額及び成果配分額として交付されたものでございます。 

 保育対策総合支援事業補助金３７万５千円は、やわらぎ保育園、松の木保育園への保

育体制強化事業補助金に対するものでございます。なお、補助率は４分の１でございま

す。 

 その下の移譲事務交付金６万４千円は、児童福祉施設の設置に係る権限移譲事務に対

する移譲事務交付金となっております。 

 また、子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）は、児童扶養手当受給者等

のひとり親世帯に対し、先ほどご説明いたしましたその他世帯分と同様に、１８歳以下

の子ども１人当たり５万円を支給する給付事業に対する事務費補助金でございます。 

 ３目衛生費府補助金、収入済額２５４万８千５００円。次の頁をお願いします。１節

保健衛生費補助金、収入済額２４６万５千円のうち、健康増進事業費補助金２３９万９

千円は、健康教育、健康相談、訪問事業等の健康増進事業に対するもので、補助率は３

分の２でございます。 

 少し飛んでいただきまして、４０、４１頁をお願いいたします。 

 ２１款諸収入、３項受託事業収入、１目衛生費受託事業収入、１節高齢者保健事業収

入、収入済額６２６万２千２７６円は、後期高齢者事業に対する後期高齢者医療広域連

合からの受託事業交付金でございます。 

 次に、４項雑入、１目雑入、２節雑入でございますが、健康福祉部が所管するものと



－６５－ 

いたしましては、まず、収入未済額の２９万９千２４４円は、新型コロナウイルスワク

チン予防接種費用のうち、令和３年度中に本町の万葉ホールで実施いたしました集団接

種で、他市町村の住民がワクチンを接種した際に、当該市町村から本町に対し、国保連

合会を通じて支払われる接種費用のうち、令和４年度の収入となる分でございます。 

 次の頁、４２、４３頁をお願いいたします。 

 右頁の備考欄の中ほどになります。上から１５個目ですが、総合福祉センター太陽光

発電売電料１千８４８円は、関西電力の電気買取り料。 

 その下、笑顔いっぱいプロジェクト参加負担金１万５００円は、わくわく農園の参加

者負担金で、１世帯当たり５００円を徴収し、延べ２１世帯で、苗や肥料などの購入に

充てております。 

 また、その７つ下の後期高齢と福祉医療との高額療養費調整額返還金６１万３千４３

６円は、後期高齢者医療の高額療養費と老人重度障がい者医療助成費との調整に伴う広

域連合からの返還金でございます。 

 次に、その下の診療報酬に係る返還金（老人医療）１万２千７７７円は、過去の医療

費助成に係る過誤払い分の返還金となってございます。 

 更に、その９つ下の認定審査会共同設置電気代、電話代、コピー代につきましては、

河南町、千早赤阪村と共同設置いたしております介護保険の認定審査会に係る庁舎電気

代、電話代、コピー代でございます。 

 次に、その４つ下の公用車事故損害共済金（福祉介護課）４万６千５３０円は、地域

支え合い型移動サービスを実施する団体に対する、貸出し用公用車の破損修理に対する

保険金でございます。 

 その下、新型コロナウイルスワクチン予防接種費用１１４万９千８８５円は、本町の

万葉ホールで実施しました集団接種会場などで接種した他市町村の住民分で、居住して

いる市町村からの支払い分でございます。 

 次の頁をお願いします。 

 上から３つ目の、新型コロナウイルスワクチン接種会場関係費用負担金５７万８千２

３５円は、４市町村で共同設置した富田林市内の集団接種会場の運営に係る事業費のう

ち、本町が負担した費用に対する他市町村負担分でございます。 

 健康福祉部所管の歳入・歳出に係る説明は以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 
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○西田委員長 ただいま、健康福祉部関係の歳入・歳出について説明がありました。 

 ここで暫時休憩といたします。再開は放送にてお知らせいたします。３時半でお願い

します。 

午後 ３時１７分 休 憩 

                                        

午後 ３時３０分 再 開 

○西田委員長 それでは、再開いたします。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○斧田委員 昨日の町長からの主要施策の決算報告の中でも取り上げられていたことなん

ですけれども、子ども家庭総合支援拠点というような形での取組、社会福祉士を配置す

るというふうな事業だったんですけれども、具体的にその役割と効果について報告をし

てもらえたらと思います。 

○川久保子育て支援課長 子育て支援総合拠点に関してのご質問かと思います。 

 子育て家庭総合支援拠点とは全ての子どもとその家庭、妊産婦を対象に、より専門的

な相談対応と継続的なソーシャルワーク業務を担う拠点として、市区町村に設置するこ

とが法律で努力義務とされております。支援拠点のほう、子育て世帯包括支援センター、

既に設置しておりますけれども、そちらのほうと一体的に支援を実施しております。 

 これまでの効果ということなんですけれども、これまで社会福祉士、会計年度任用職

員のほうで対応という委託をしておりましたが、正職の社会福祉士を雇用することで、

要支援児童及び要保護児童に対する支援業務を重点的に担うことができるようになって

いるかと思います。子どもと保護者に対する継続的な支援のほうが可能になっているか

と思います。 

 以上です。 

○斧田委員 近、いろんなニュースを見ていると、大変悲惨な児童虐待の事例というか、

事件が全国的にも起きてるんですけれども、こういうふうな太子町での取組というふう

なものについても、ある程度、親子のそういう関係をうまくつないでいくというふうな

形の中では、役立っていくような事業というふうなことで考えてよろしいでしょうか。 

○川久保子育て支援課長 おっしゃるとおりでございます。 

○斧田委員 ありがとうございます。 
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 先ほども言いましたけれども、児童虐待のほう、本当に世間ではたくさん発生してい

る、しかも、事例的な部分でいうと悲惨な事例というのが多い中で、太子町での発生状

況というんですか、通告件数というのが、例年に比べてどういうふうな傾向になってい

るのかとか、具体的に太子町の中でも本当に重篤な事例というのがあったのであれば、

説明できる範囲で教えていただけたらなと思います。 

○川久保子育て支援課長 昨年度の児童虐待の相談件数についてのご質問です。 

 昨年度の児童虐待相談件数につきましては８８件となっております。毎年増加傾向と

なっておりまして、令和２年度は６３件でしたので、２５件ほど増えています。 

 相談内容といたしましては、児童を残しての外出、食事を与えないといったネグレク

トが も多くて、次いで、言葉による、驚かせるというか、心理的虐待、あと、性的虐

待、身体的虐待の順になっております。 

 要対協の台帳の登録者別で申し上げますと、要保護児童が７２名、要支援児童が４５

名となっておりまして、その７２名の内訳としましては、 重度が４名、重度が１６名、

中度が３２名、計７２名というふうになっています。 

 重篤な件数といいますか、児童相談所のほうに児相送致した件が４件というふうにな

っておりますので、それが重症度が高かったというふうにお考えいただいていいかと思

います。 

 以上です。 

○斧田委員 ありがとうございます。非常に細かな数字というか、詳しいことを教えてい

ただきましたけれども、今言われてたその４名が一番重篤だということで、子ども家庭

センターのほうにもつながれたということなんですけれども、そこら辺についても、現

在も引き続いて経過観察ではないですけれども、町のほうと子ども家庭センターでやら

れているということなんでしょうか。 

○川久保子育て支援課長 そうですね。子どもさんの所属というのがありますので、そこ

の機関と連携しながら、あと、その対応につきましては、児童相談所と相談しながら共

同で進めています。 

 以上です。 

○斧田委員 ありがとうございます。 

 それでは、ちょっと話のほうというんですか、福祉センターの関係のことで質問をさ

せていただきたいと思います。 
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 先ほどの説明では、約５千人ぐらいの利用者があったということなんですけれども、

中々コロナの関係で一般の方が利用できないというふうな形の中で、何とか早く開けて

もらえないだろうかというふうな要望を、利用者の方からされてたというふうなことが、

この１年間振り返ったときに思い出されますけれども、実際に福祉センターを閉めてい

たときに、指定管理をしている社会福祉協議会の動きというんですか、どういうふうな

形で利用者の方たちとのつながりをされてたとか、何かそういうふうなのがあれば、報

告してほしいんですけど。 

○西田委員長 ちょっとその前に、大体どの頁を今しゃべっているのか。 

○斧田委員 そうですね。頁で中々ちょっと。ごめんなさい。 

○西田委員長 分かれば、そちらで見てもらってください。 

○武部福祉介護課長 令和３年度の福祉センターの利用状況のほうから、ちょっとご説明

をさせていただきたいと思います。先ほど言いましたように、利用者総数については、

４千９４５人ということで、令和２年度に比べるとかなり減っておる状況で、５千４０

０人ほど減というふうな形になってございます。 

 福祉センター、休館なんですけれども、令和３年度については、令和３年５月から９

月が休館と、令和４年２月についても休館というふうな形になっておる状況です。 

 この休館されている間、やはり住民の方が、いつ開くのかなというふうな問合せはや

はりございました。ただちょっとコロナ禍の中で、今のところ、やはりリスクを考える

と休館せざるを得ないというふうな形のご説明のほうはさせていただいている状況なん

ですけれども、実際に、その中でも、例えば、役場のほうとかでも、万葉ホール等でス

マホ教室であったりとか、また、開館しているときにつきましては、そういう人権研修

等々も住民さんも一緒に踏まえてさせていただいている状況でございます。 

 また、実際に開館しているときにつきましても、完全にコロナの感染対策を十分取り

ながら、娯楽等、囲碁将棋、それと、入浴のほうもさせていただけるというふうな状況

でございます。 

○斧田委員 どうもありがとうございます。 

 これまでの福祉センター利用者の方の安否確認的な部分というんですか、どうしても、

今までは来館されることで、支援の必要な人たちの安否が確認されてたんですけれども、

どうしても福祉センターに来られなくなると、そういうところが心配なんですけど、そ

ういう取組について教えていただければと思います。 
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○武部福祉介護課長 安否確認でございますが、実際に福祉センターのＣＳＷのほうで、

定期的にほぼ毎日、利用者さん等も含めまして、独居老人の方等々に対しまして、実際

にコロナ禍の中でどういう生活をされているのかというふうな声かけを、自宅に出向い

たりとか、あとは、電話で今の近況報告を聞いているというふうなことで進めておる状

況でございます。 

○斧田委員 ありがとうございます。 

 そんなような状況で、できるだけコロナの影響がなくなって、皆さんに来てもらえる

というふうなものの体制づくりのほうも、ぜひやっていただけたらなと思っております。 

 とりあえず以上です。 

○西田委員長 ほかにございませんか。 

○ 本（博）副委員長 決算書１０７頁、妊娠出産包括支援委託料、また、産前産後のヘ

ルパー派遣事業委託料等、令和３年度から実施されていると思われますが、その対象者

をちょっと教えていただけますか。 

 更に、ヘルパーさんの支援内容も併せて教えていただければ、大変うれしく思います。

お願いします。 

○堀内いきいき健康課長 産前産後ヘルパー派遣事業につきましては、令和３年度からさ

せていただいておりまして、対象者としまして、妊娠中または出産後１年以内において、

育児及び家事に対する精神的、肉体的負担を軽減することを目的としております。 

 親族等の支援がなく、妊産婦が体調不良及び心身の不調のために家事や育児を行うこ

とが困難な家庭、または、多胎を妊娠出産した家庭等に対して、ヘルパーを派遣するも

のとなっております。 

 続いて、ヘルパーの支援内容なんですけれども、育児の関係については、授乳の準備

及び片づけ、おむつ交換、沐浴介助などです。 

 また、家事については、食事の準備及び片づけ、衣類の洗濯、居室等の掃除及び整理

整頓などを行っております。 

 以上です。 

○ 本（博）副委員長 ありがとうございます。 

 次に、１０９頁なんですけれども、新型コロナウイルス感染症対策事業で、自宅療養

応援パックについて聞きたいんですが、昨年の実績件数と、どのようなものを支援され

ていたのか、その内容をちょっと教えていただけますか。 
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○堀内いきいき健康課長 自宅療養等応援パックにつきましては、新型コロナウイルスに

感染された方で、自宅療養を余儀なくされている方のうち、希望される方に対して、食

料品や日用品を詰め合わせた物資を、職員が直接ご自宅の玄関先までお届けさせていた

だいております。 

 令和３年度の実績として、５５家庭、１７６人分でございます。 

 支援内容としましては、食料品として、１人当たり３日相当分を基本とし、例えば、

パックご飯、レトルト丼、おかゆ、麺類、缶詰、フルーツパック、みそ汁、お水やお茶

などといったものとなっております。 

 また、電話の聞き取りの中で、必要な日用品、ティッシュ、トイレットペーパー、ま

た、生理用品、子ども用おむつなどを選択して、併せてお届けさせていただいるもので

ございます。 

○ 本（博）副委員長 ありがとうございます。 

 後です。自宅療養パックでの１人当たりの食料品の費用は、幾らぐらいかかってい

ますか。 

○堀内いきいき健康課長 先ほど説明させていただきました自宅療養等応援パックのお届

けに関しまして、基本的な食料品につきましては、大体１人当たり約５千円程度で行っ

ております。 

○ 本（博）副委員長 ありがとうございました。 

○西田委員長 ほかにございませんか。 

○藤井委員 頁７６、７７です。社会福祉管理事業ですが、当初予算には、地域福祉計画

推進会議委員報償費９万８千円が計上されていました。報償費が書かれていないのは、

１度も開催されていなかったのでしょうか。お尋ねします。 

○武部福祉介護課長 回数については、おっしゃるとおり０回となってございます。 

○西田委員長 ほかにございませんか。 

○藤井委員 頁８４、８５ですけれども、子ども医療費助成は、令和３年度で初めて年間

を通した助成になりましたが、１８歳まで医療費助成予算額４千４１４万３千円で、決

算額３千９２０万３０円。今後、４千万円以内で予算が組めるというふうに考えていま

すでしょうか。お願いします。 

○松岡保険医療課長 子ども医療の４千万円以内で助成ができるのかということなんです

けれども、隔年で子ども医療につきましては、やはり３０年度と比較しましたら２００
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万円程度上がっていますので、４千万円ではちょっと足りなくなる可能性もありますが、

ただ、子ども数自体が減ってきていますので、概ね急激に伸びるということはないとい

うふうに考えております。 

 以上です。 

○藤井委員 ありがとうございます。 

 次、国保とか介護とか後期高齢者、生活保護など受けている生活が厳しい人たち、受

けているんですが、住民の生活に直結できているのは町の中だと思うんです。その人た

ちのためにも、今かなり私の周りも苦しんでいる人を見かけているし、いろいろと見受

けます。その人たちを助けるという意味でも、十分に相談に乗っていただきますように、

よろしくお願いしたいと思います。 

○西田委員長 要望でよろしいですか。 

○藤井委員 はい。 

○西田委員長 ほかにございませんか。 

○村井委員 先ほどの斧田委員の質問に関連してくるかと思うんですけど、福祉センター

が一時休館、各サロンが開催されず、いろいろ今までコミュニティの形成、もしくは、

健康維持管理、また、その状況を把握するといったところのことが全く機能しなくなっ

たと。 

 令和３年度において、１年間通してコロナ対応、コロナ禍の中の住民さんの生活とい

ったところで、全般に住民さんの健康状況、また、介護度のところ、ちょっと特徴的な

そういう動きを今、決算のところで検証されて、そういうところが数字に表れている、

例えば、そういう傾向にコロナ禍の影響でなりつつあるのではないかというふうなこと

がもしあるのであったら、ちょっと教えていただけませんか。 

○武部福祉介護課長 一般会計のほうでは、中々ちょっとその数字的というのは表れない

ところが多いのかなというふうには考えております。 

 実際に、このコロナ禍の中で、ご自宅でずっと過ごされている方というのは多いとい

うようなことございます。その中で、やはりちょっと認知症が進んでおられるとかいう

ふうなお話も、ご家族さん、それと、例えばケアマネジャーさん等からのお話も聞いて

おる状況でございます。 

 また、福祉センターのほうからも、先ほども言いましたように、定期的に利用者、も

ちろんそのほか独居高齢者の方々、高齢者世帯の方々に対しまして、実際に健康状態の
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確認をさせていただいておる状況でございます。 

 その中で、やはりちょっと先ほど言いましたように、体調不良、それと、やはりちょ

っと認知が進んでいるのではないかとかというふうなお話も、やはりこの３年度につき

ましては、数年に比べるとやはり多いのかなというふうに感じております。 

○村井委員 ちょっと私事なんですけど、私もちょっとコロナウイルスに感染しまして、

１０日間本当の缶詰め、自宅療養いうことで、スマホで大阪府のホームページに入って

いろいろ調べて、自宅療養はこうやねんな、さっきの自宅療養支援パックですか、これ

申し込むのであったらここやねんなとか、しんどなったらここ連絡すんねんないうのは、

もういろいろ細かい字を見てやったんですけど、やっぱりそのとき思ったのは、私はそ

ういうスマートフォンを活用して何らかの情報は得られるかとは思うんですけど、やっ

ぱり高齢者、コロナウイルス感染ではなくても、やっぱりそういう情報とかが、やっぱ

り先ほど斧田委員もおっしゃったように、電話１本で安否確認、お声かけ、困り事ない

ですかみたいなね。特に高齢者の方を見てたら、自宅から何かもう出て、何かその辺が

うつるというような、まだそういうちょっと固定概念的なところも見られて、生活を送

られている方も多数おられると思うんでね。引き続き、そういうちょっと声かけとか、

できるだけそういうコミュニティの場で状況を把握できるように、そういうところの、

これから令和３年、国、今、令和４年度進めていますけど、ちょっと重点的にいかなあ

かんと思うんですけど、その辺の考え、今、実施されているなら教えていただけません

か。 

○武部福祉介護課長 実際に今、令和４年度から、重層的支援体制整備事業というのをス

タートさせていただいております。その中でも、やはり生活困窮、それと、高齢者問題、

もちろん児童もそうですが、含めて、いろんなケースの対応を、今後は包括的に漏れの

ないように、各関係機関、もちろん、社会福祉協議会、それとか子ども家庭センター等

も含めながら、対応のほう、ケース対応をさせていただきたいなというふうに考えてお

ります。 

○村井委員 そうですね。そういう連携を取って、何とか関わっていくということで、つ

くっていくというのが非常に大事だと思います。 

 今ちょっとおっしゃったように、ちょっと先ほどの質問にも関連してくることなんで

すけれども、コロナで令和３年度、もう何回も言うけど、この令和４年度に関しては、

コロナウイルスを、さっきも言いましたように、原油高の高騰で物価高騰というところ
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がもう実際すごく進んでるんですけど、令和３年度においては、いろいろ給付金、幅広

いお困りの方に受給していただこう、支援していこうということでいろいろやってこら

れたと思うんですけど、この令和４年度の物価高騰というところに、やっぱり生活困窮

ということが直撃になってくるかと思うんですよ。その辺で、今、進め方とか、お考え

なのであったら教えていただけませんか。 

○武部福祉介護課長 コロナ禍における原油価格、それと、物価高騰等、総合緊急対策に

おきまして、やはり先ほどおっしゃっております、真に生活に困っておられる方々への

支援措置の強化といたしまして、令和３年度からスタートしております住民税非課税世

帯等に対する臨時特別給付金を実施しております。 

 家計急変によりまして、受給資格があるにもかかわらず、申請がないことにより受給

できていない世帯に対しまして、この令和４年度の課税情報を活用いたしましたプッシ

ュ型の給付を行う形で、運用改善を図るものでありますが、令和３年度から引き続き、

令和４年度も住民税非課税世帯給付金事業を、現在進めておる状況でございます。 

○村井委員 そういうところで、ちょっと不用額調書のところで、総務のところに入って

いるから、どっちで質問しようかなと思ってたんですけど、令和３年度で想定される見

込み数というか、新生児が何名ぐらい出生されるかなという見込み数があったと思うん

です。その中で、不用額調書の見込み８０人、実績６２人と。１８人のマイナス、マイ

ナスと言うたらいいのか、ちょっと見込みが、これはコロナの状況やとかいろいろそう

いうところの要因もあるんですけど。その辺の１８人というのは、スタート時点で１８

人もマイナスってなってきたときに、人口ピラミッド考えたときに、大きなその先の誤

差というのが出てくるのではないのかというところもあるかと思うんですけど、その辺

の新生児数が１８名を下回ったという結果について、どうお考えなのか、その後ちょっ

とどういう検討をされるところがあるのか、教えていただけませんか。 

○堀内いきいき健康課長 出生数が想定よりも減っているということに対して、太子町と

してどう考えているのかというところのご質問かと考えております。 

 出生に伴う、当然いろんなご負担等が、産前産後サポートとか、新たな事業を展開し

ながら、いかに出生数を増やしていくか。いきいき健康課だけでは当然できないものが

多々あります。当然そこは健康福祉部、もしくは、役場全体として出生数を増やしてい

くいろんな手だてというのを考えていく必要があるとは認識しております。 

○村井委員 今、課長答弁いただいたとおりだと思います。所管もまだ総務の総務企画費
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のところのことで、ちょっと数字が出てくるんですけど、実際に福祉のほうだけで出生

数がどうやこうやいって話したところでどないもならないし、こうのとりが赤ちゃんを

くわえて空を飛んでくるわけでもないですし、やっぱりお父さん、お母さんがいらっし

ゃって、新生児が誕生するというのは、もうこれは常識だと思いますしね。 

 ただ、そのお父さん、お母さんも、これ住むとこなければ、家もなければ、子どもも

出産しようかというところにもなりませんしね。やっぱりそれは全町挙げて、家のとこ

ろ、例えば、３世代近居・同居でしたか、それの、これも多分下回ってると思うんです

けど、その辺のところを総合的に判断して、やっぱりスタート時点の新生児の数という

のはすごく大事やと思うので。１人でも多く、それと、やっぱり見込みどおりのところ

のやっぱり目標数値をある程度達成できるぐらいの実績を、この決算のところで、今年

度は達成できましたぐらいのことを言えるような施策展開が必要だと思うんですけど、

その辺は総合的に考えて、政策総務部長、どうでしょうか。 

○小角政策総務部長 今、村井委員のほうがおっしゃいました、そのとおりでございまし

て、うち、できる範囲の中で、やらさせていただきたいということで、いろんな制度で

あったり、システムをつくってやっています。 

 その中で、やっぱり今の社会情勢の中で、中々思い通りにはいっていないという状況

であります。その辺は、今の社会情勢を注視しながら、どういうような手法が もベス

トに近いものになるのかというふうなことも考えながら、制度の構築等、また考えてい

きたいと思います。 

 以上です。 

○西田委員長 ほかにございませんか。 

○建石委員 社会福祉政策を行っていくことにおいて、スタッフ的に、例えば、専門的な

知識、あるいは、資格を持っている方々、例えば、社会福祉士、あるいは、臨床心理士、

先ほどちょこっと子育て支援課長から答弁いただいたんですけれども、まず、この方々、

今、太子町において、専門職で十分、今、事業が行われていける人数体制が整っている

のかどうか。その辺のところはどうでしょうか。 

○西本秘書政策課長 専門職に関するご質問ですが、現在、町では、それぞれの部署から

専門職の必要性、そういったものを聞き取りながら予算化しておる状況です。 

 ただ、その中で、いろんな状況で、欠員というんですか、忙しさが増してくるであっ

たり、それから、ご家庭の事情、具体的には子どもさんが生まれるとかいうところで、
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しばらく職場を離れるとか、そういったことは過年度にもございました。そういったと

ころは、会計年度任用職員を補完的に埋めながら、今、対応しているところでございま

す。 

○建石委員 今のところは十分に、例えば、今、課長の答弁の中では、会計年度任用職員

で対応したというふうに言われたんですけれども、十分回っていけて、その全課の職員

に対しての負担はないというふうに、理解すればいいのでしょうか。 

○西本秘書政策課長 そうですね。この６月にも、保健師を１名採用しております。また、

今月号の広報でしたか、来年の春に向けまして、専門職、社会福祉士、それと、一般行

政職。そういった職種の一緒に働く職員を、今、募集しているところでございます。 

○西田委員長 ほかにございませんか。 

○森田委員 今日の決算には関係ないのだけれども、ちょっと分かっているところだけ、

教えてほしいのですが。というのは、ワクチンのことですけれども、４回目のワクチン、

私もちょっとこの前に打ちましたけれども、友達で、９月の何日か忘れたけれども、そ

のときに予約したのだけれども、もう今、新聞紙上では、今のワクチンはデルタ株とい

うか、武漢株の対応のワクチンで、ＢＡ.１いうのか何か、これはあんまり効かないけ

れども、重症になる率を防ぐというだけのワクチンで、１０月頃に承認されたのは、Ｂ

Ａ.５オミクロンワクチンかな、に効くワクチンが１０月頃というのが、新聞紙上では

ちょっと早なって、９月の後半ぐらいに打てるようになるというのが新聞に載ってまし

たけどね。 

 それであったら、「もうこの９月の予約したのをキャンセルして、それ頼まれないか

いな」という話を聞きましたけど、詳しいことは分からないけど、今どういう状況にな

ったのかなと思って。 

○堀内いきいき健康課長 今、新聞報道等で、オミクロン株対応型の新型ワクチンがとい

うことで、以前、新聞報道で出ているかと思います。それに対してのご質問かと思いま

す。 

 その件に関しましては、今現在、こちらのほうとしましても、報道で出ている以上の

情報がございません。ですから、今１８歳以上で、全住民の方でオミクロン株対応、Ｂ

Ａ.１とＢＡ.５と言われる二価ワクチンと言われる、両方に効くと言われているものが、

９月には出ると言われているのは、当然、聞き及んでおります。 

 ただ、それがどういうもので、例えば、期間が次、何か月空けないといけないかとか、
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報道では５か月以上というような形も出ております。 

 ただ、重症化予防ということで、今、現在４回目というのは、今、９月にも２回させ

ていただくんですけれども、次の、いわゆる６０歳以上の方であれば、５回目という形

にはなるんですけれども、その体制を整えるに当たって、当然、医師会とかいろんなこ

とがありますので、太子町として、そしたら、１０月とかすぐに打てるかというと、

中々厳しいのが現状であります。 

 ですから、何とか今の４回目のときに打っていただいて、まずはご自身の重症化、感

染予防ではなくて重症化予防となっておりますので、うちとしましては、ぜひ、今の段

階で打っていただいて、次につなげていただけたらなという思いで、今現在進めている

ところです。 

○西田委員長 ほかにございませんか。 

○ 本（博）副委員長 私の支援者のほうからちょっとお聞きしたんですけれども、今、

福祉センターで実施されていると思います、お買物ツアー。実際にお買物、どこに行っ

ているのか。それとまた、利用者がどれぐらいいるのか、教えていただければ大変うれ

しく思います。 

○武部福祉介護課長 ショッピングリハビリ、お買物ツアーでございますが、以前、予約

型乗り合いワゴンが運行していた頃の、たいしくんのイラストが入った１０人乗りのハ

イエース、この車両を使いまして、現在、４か所の交流サロンで令和２年１０月から実

施しております。 

 令和３年度の実績でございますが、河南町のオークワ、１１回。また、芸大前の薬局

ウエルシアですね。ウエルシアに１回の合計１２回、ショッピングリハビリを行ってお

る状況です。 

 利用者数につきましては、延べ８１人の方が利用されているというふうになってござ

います。 

○ 本（博）副委員長 ありがとうございます。 

○西田委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○西田委員長 ないようでございますので、健康福祉部関係についての質疑を終わります。 

 以上で本日の審議を終わります。 

 これにて委員会を散会いたします。 
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 次回は６日となっておりますので、よろしくお願いいたします。 

 本日はお疲れさまでした。 

午後 ４時０５分 散 会 
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